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第１章 計画策定にあたって 

 

 

１ 計画策定の背景と目的 

（１）計画策定の背景と経緯 

わが国の少子化対策は、世帯人数の減少、女性の社会進出に伴う共働き世帯の増

加、地域のつながりの希薄化など、子ども・子育てを取り巻く環境が大きく変化し

たことによる様々な課題に直面しており、一日も早い解決が求められています。 

このような状況から、国は就学前の子どもの教育・保育及び地域子育て支援に係

る新たな制度として、平成24年８月に「子ども・子育て支援法」をはじめとする子

ども・子育て関連３法を成立させ、平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」

を開始しました。また、平成28年に策定した「ニッポン一億総活躍プラン」におい

ては、「希望出生率1.8」の実現に向け、多様な保育サービスの充実、働き方改革の

推進、希望する教育を受ける際の制約の克服等の対応策を掲げ、実現に向けた10年

間のロードマップを示しています。 

本市では、平成26年度に第１期子ども・子育て計画を策定し、きめ細やかで質の

高い幼児期の学校教育・保育サービスの提供などを実施してきました。同計画は、

令和元年度を持って終了することから、これまでの成果と課題、市民ニーズを踏ま

え、令和２年度から６年度までの５年間を計画期間とする第２期白河市子ども・子

育て計画を策定するものです。 
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【国の政策動向】 

年 政策の概要 

平成
16 年 少子化社会対策大綱 

少子化社会対策基本法に基づき閣議決定。４分野の重点課題に向けた 28
の行動を設定。 

17 年 

子ども・子育て応援プラ
ン（17～21年度） 

少子化社会対策大綱に基づく具体的実施計画。「全国どこでも歩いてい
ける場所で気兼ねなく親子で集まって相談や交流ができる」など「目指
す姿」を描き、「中学校区に１か所以上の子育て拠点施設」などの数値
目標を設定。 

出生率が過去最低 平成 17年に全国の合計特殊出生率が 1.26と過去最低を記録。 

18 年 

「新しい少子化対策に
ついて」 

少子化社会対策会議決定。平成 19 年度から①３歳未満児の児童手当引
上げ②こんにちは赤ちゃん訪問事業の実施③育児休業給付率の引き上
げ④放課後子ども教室、児童クラブの予算拡充（放課後子どもプラン）
⑤事業所内託児施設設置への税制優遇措置などを実施。 

19 年 

認定こども園制度の開
始 

認定こども園は①幼稚園と同様の４時間程度の教育②保育に欠ける子
に対する８時間程度の長時間保育③通園児に限定しない地域子育て支
援事業の３項目が認定の要件。 

「子どもと家族を応援
する日本」重点戦略 

少子化社会対策会議決定。就労と結婚・出産・子育ての二者択一構造の
解決のために、「働き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）の実現」と「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」
を「車の両輪」として取り組む必要性を提起。 

仕事と生活の調和憲章・
行動指針 

ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定。 

「10年間で週労働時間 60時間以上の雇用者を半減」など 14項目の数値
目標を設定。 

20 年 

新待機児童ゼロ作戦 

「仕事と生活の調和行動指針」の数値目標のうち、10年後に①３歳未満

児への保育サービスの提供割合を 38％（現行 20％）②小学１年～３年生

の児童クラブの提供割合を 60％（現行 19％）という２つの目標を目指し

施策展開。 

５つの安心プラン  

社会保障の機能強化のための緊急対策。閣議決定。５つの柱のうち１つ

を次世代育成支援とし、家庭的保育（保育ママ）の制度化のための児童

福祉法等改正など、緊急対策を設定。 

22 年 

子ども・子育てビジョ

ン 

少子化社会対策大綱を改定したもので、目指すべき社会への政策として

４つの柱、①子どもの育ちを支え、若者が安心して成長できる社会、②

妊娠、出産、子育ての希望が実現できる社会、③多様なネットワークで

子育て力のある地域社会、④男性も女性も仕事と生活が調和する社会

(ワーク・ライフ・バランスの実現)と、12の主要施策を設定。 

24 年 

子ども・子育て関連３

法の成立 

保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の

下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に

推進するもの。 
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年 政策の概要 

25 年 
待機児童解消加速化プ

ラン 

待機児童の解消に向け、子ども・子育て支援新制度の施行を待たずに、

地方自治体に対する支援策を講じるもの。 

少子化危機突破のため

の緊急対策 

①「子育て支援」②「働き方改革」をより一層強化するとともに、「結

婚・妊娠・出産支援」を対策の柱として打ち出すことにより、これらを

『３本の矢』として推進するもの。 

26 年 
次世代育成支援対策推

進法、母子及び寡婦福祉

法の改正 

次世代育成支援対策推進法の有効期限の 10 年延長、母子家庭及び父子

家庭に対する支援の拡充を図るもの。 

放課後子ども総合プラ

ン 

共働き家庭等の「小１の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育

成するため、すべての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体

験・活動を行うことができるよう、放課後児童健全育成事業（児童クラ

ブ）及び放課後子ども教室の計画的な整備等を進めるためのもの。 

28 年 
仕事・子育て両立支援 

従業員が働きながら子育てしやすいように環境を整えて、離職の防止、

就労の継続、女性の活躍等を推進する企業を支援するもの。 

30 年 

子育て安心プラン 
「待機児童解消加速化プラン」の新たなプランとして「待機児童」解消

と「女性就業率Ｍ字カーブ」解消を図るもの。 

令和 

元年 
子ども・子育て支援新制

度 

幼児教育・保育の無償化（子どものための教育・保育給付、子育てのた

めの施設等利用給付）を講じるもの。 

 

 

（２）計画策定の目的 

社会の希望であり、未来をつくる活力でもある子どもの減少は、本市において

も大きな課題のひとつであります。 

このため、本計画は子どもが健やかに成長することができ、安心して子どもを

生み、育てることのできる環境づくりを一層進めるため策定するもので、本市の

子ども・子育て施策および次世代育成支援対策全般について、今後５年間の具体

的な方策をまとめるものです。 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

２ 計画の性格と位置付け 

（１）計画の性格 

本計画は、子どもの成長や子育て家庭に対する支援の基本的方向性と就学前の

子どもの教育・保育事業や地域子育て支援事業の具体的な取組を示すとともに、

住民をはじめ、保育園、幼稚園、学校、事業者、関係団体、行政がそれぞれの立

場において、子ども・子育て支援に取り組むための指針となるもので、法に基づ

く次世代育成支援行動計画と子ども・子育て支援事業計画から成ります。 

計画策定にあたっては、白河市第２次総合計画で、目指す将来の姿として掲げ

られた「１ 安全・安心でやすらぎのあるまち」、「２ 活気と魅力にあふれ、

愛着と誇りを持てるまち」、「３ 一人ひとりの絆とみんなの力で輝く未来をつ

くるまち」という３つの理念との整合性を持つものとして定めます。 

 

【計画の構成図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次世代育成支援行動計画 
 

ワーク・ライフ・バランス、他分野の事業との連携 

教育・保育・子育て支援の強化・充実 

子ども・子育て支援事業計画 

子ども・子育て計画  
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（２）計画の法的位置づけ 

本計画は、「次世代育成支援対策推進法」第８条第１項の規定に基づく「次世代

育成支援行動計画」に「子ども・子育て支援法」第61条第１項の規定に基づく「子

ども・子育て支援事業計画」を包含した計画となっています。 

■本計画の法的根拠 

 

 

 

 

■参考／子ども・子育て支援法 

  

 

 

 

■参考／次世代育成支援対策推進法 

  

 

 

 

 

 

 

（３）計画の対象 

本計画の対象は、生まれる前から概ね18歳までの子どもとその家庭とします。 

子育て支援を行政と連携・協力して行う、事業者、企業、地域住民・団体等も対

象になります。 

 

 

「子ども・子育て支援法」第61条第１項 

  市町村は、基本指針に即して、５年を１期とする教育・保育及び地域子ども・子育

て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画

を定めるものとする。 

子ども・子育て支援法 

改正次世代育成支援 
対策推進法 

 

白河市 

子ども・子育て計画 

第 1期計画の見直し 

次世代育成支援行動計画の見直し 

「次世代育成支援対策推進法」第８条第１項 

  市町村は、行動計画策定指針に即して、５年ごとに、当該市町村の事務及び事業に

関し、５年を１期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健

康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを

育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活と

の両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画を策定するものとする。 
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３ 計画の期間 

計画期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。 

【計画期間】 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

          

第 2期次世代育成支援行動計画（前期） 第 2期次世代育成支援行動計画（後期） 

第 1期子ども・子育て支援事業計画 第 2期子ども・子育て支援事業計画 

          

 

 

４ 計画の策定体制と策定の経緯 

本計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援法第77条第１項に基づく「白

河市子ども・子育て会議」を設置し、審議を行いました。 

また、国のモデル調査票を踏まえつつ、市独自の設問を加えた「子ども・子育

て支援に関するニーズ調査（以下「ニーズ調査」という。）」を就学前児童と小

学生の保護者を対象に実施し、その結果を計画策定の基礎資料としています。 
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第２章 子ども・子育てをとりまく現状 

 

１ 人口と世帯の状況 

（１）総人口と世帯数の状況 

本市の総人口は、平成31年４月１日現在、60,832人となっており、減少傾向が

続いています。 

世帯数は、平成31年４月１日現在、24,481世帯で増加傾向ですが、１世帯当た

りの人員は2.48人と減少傾向が続き、少人数化が進んでいます。 

【人口と世帯数の推移】 
（単位：人・世帯） 

  
平成

23年 

平成

24年 

平成

25年 

平成

26年 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30 年 

平成

31年 

総人口 64,556 63,617 63,445 63,279 62,975 62,532 61,892 61,342 60,832 

  男 性 31,908 31,489 31,343 31,334 31,225 31,014 30,734 30,458 30,227 

  女 性 32,648 32,128 32,102 31,945 31,750 31,518 31,158 30,884 30,605 

世帯数 23,442 23,376 23,677 23,999 24,182 24,237 24,243 24,333 24,481 

世帯当たり人口 2.75 2.72 2.68 2.64 2.60 2.58 2.55 2.52 2.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口 各年 4月 1日 

64,556 63,617 63,445 63,279 62,975 62,532 61,892 61,342 60,832

23,442 23,376 23,677 23,999 24,182 24,237 24,243 24,333 24,481
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2.68

2.64 2.60 2.58 2.55
2.52 2.48
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総人口 世帯数 世帯当たり人口
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（２）世帯類型等の推移 

世帯類型別にみると最も多い世帯は核家族世帯で50％を超えています。三世代

世帯については減少、単独世帯については増加傾向が続いています。 

また、６歳未満及び18歳未満の児童のいる世帯数が示すとおり、子どものいる

世帯が減少しています。 

【世帯類型の推移（各年 10月 1日現在）】 
（単位：世帯） 

  平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

単独世帯 5,091 5,760 5,808 6,709 

核家族世帯 10,836 11,451 11,977 11,763 

三世代世帯 3,777 3,315 2,963 2,435 

その他の世帯 1,548 1,766 1,949 2,060 

合計（一般世帯数） 21,252 22,292 22,697 22,967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※三世代世帯とは「夫婦、子供と両親」「夫婦、子供とひとり親」「夫婦、子供と親と他の親族」世帯の合計 

資料：国勢調査（一般世帯） 

【6歳未満／18歳未満の児童のいる世帯数の推移】 
（単位：世帯） 

  平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

6歳未満児童のいる世帯数 3,059 2,914 2,584 2,203 

18歳未満児童のいる世帯数 7,573 6,966 6,547 5,811 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

29.2%

25.6%

25.8%

24.0%

51.2%

52.8%

51.4%

51.0%

10.6%

13.1%

14.9%

17.8%

9.0%

8.6%

7.9%

7.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成27年

平成22年

平成17年

平成12年

単独世帯 核家族世帯 三世代世帯 その他の世帯
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2,203

7,573 6,966 6,547
5,811

0

3,000

6,000

9,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

6歳未満児童のいる世帯数 18歳未満児童のいる世帯数
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（３）年齢３区分人口の推移 

本市の人口構成は、平成27年から平成31年の５年間で、65歳以上人口の割合が

増えており、高齢化が進んでいます。 

【年齢３区分人口構成の推移】 
（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口 各年 4月 1日 

 

（４）人口動態 

自然動態、社会動態ともに減少し、人口減少が続いています。 

【人口動態】 
（単位：人）   

 

                              資料：住民基本台帳 各年 1月 1日現在 

                                 （前年 1月 1日～12月 31日の人口動態）   

※自然動態と社会動態 

自然動態とは、一定期間における出生・死亡に伴う人口の動きをいいます。 

社会動態とは、一定期間における転入・転出に伴う人口の動きをいいます。 

 

 

区分 
自然動態 社会動態 人口 

増減 出生 死亡 増減 転入 転出 増減 

平成 26年 493 658 △ 165 2,118 2,274 △ 156 △ 321 

平成 27年 524 693 △ 169 2,143 2,233 △ 90 △ 259 

平成 28年 476 671 △ 195 2,014 2,256 △ 242 △ 437 

平成 29年 494 669 △ 175 1,883 2,238 △ 355 △ 530 

平成 30年 444 687 △ 243 1,913 2,263 △ 350 △ 593 

8,407
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8,184

13.1%

7,966

12.9%
7,792

12.7%

7,557

12.4%

38,733

61.5%
38,058

60.9%
37,355

60.4%
36,570

59.6%
36,030

59.2%

15,835

25.1%
16,290

26.1%
16,571

26.8%
16,980

27.7%
17,245

28.3%
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62,975 

60,832 61,892 
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２ 家族や地域の状況 

（１）未婚率の推移 

25歳から39歳までの未婚率は、男女ともに若年層ほど高くなっています。 

【男女年齢層別未婚者数の推移】 
 （単位：人） 

  
女性 男性 

25～29歳 30～34歳 35～39歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 

平成 17年（％） 45.4 24.2 12.0 64.4 43.6 28.0 

平成 22年（％） 45.1 25.5 16.6 63.3 44.8 33.3 

平成 27年（％） 49.8  26.8  18.4 69.8 43.7 35.2 

未婚者数（平成 17 年） 900 509 226 1,426 1,018 566 

未婚者数（平成 22 年） 794 509 334 1,196 972 759 

未婚者数（平成 27 年） 706 459 344 1,132 796 732 

人口（平成 17年） 1,984 2,101 1,879 2,214 2,337 2,021 

人口（平成 22年） 1,760 1,993 2,016 1,891 2,168 2,282 

人口（平成 27年） 1,419 1,713 1,873 1,621 1,821 2,078 

※未婚率：男女別各年齢層の人口総数に対する未婚者の割合 

資料：国勢調査（各年とも 10月１日現在） 

【男女年齢層別未婚率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（２）出生率の推移 

福島県の出生率は減少傾向であり、全国平均を下回っています。 

本市においては、多少の上げ下げはあるものの平成27年以降は減少傾向となっ

ています。 

【出生率の推移】 
（単位：人／1,000人あたり） 

※出生率＝出生数÷総人口×1,000 人 

     
                           資料：人口動態統計_住民基本台帳  

 各年 1月 1日、平成 25年のみ 3月 1日 
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（３）児童数の状況 

小学校６年生以下（0～11歳）の児童の合計数は、平成31年４月１日現在5,846人

で、6千人を割り込んでいます。児童数は減少傾向にあり、平成22年から31年まで

の10年間で1,587人、率にして21.4％減少しています。 

【小学生以下の児童数の推移】 
（単位：人） 

  平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 

就学前児童数 3,390 3,336 3,203 3,044 3,047 3,029 2,982 2,907 2,828 2,796 

  

0 歳児 507 575 522 458 518 477 493 465 424 451 

1 歳児 548 508 543 511 469 528 474 503 474 428 

2 歳児 570 549 500 531 518 466 508 463 510 467 

3 歳児 576 551 525 500 526 516 451 511 465 494 

4 歳児 573 580 535 513 503 537 519 446 516 453 

5 歳児 616 573 578 531 513 505 537 519 439 503 

小学生児童数 4,043 3,923 3,744 3,622 3,526 3,427 3,279 3,188 3,174 3,050 

  

1 年生 650 613 558 574 532 524 502 535 528 442 

2 年生 652 652 605 557 572 540 521 498 538 530 

3 年生 644 648 635 598 557 574 536 515 497 534 

4 年生 697 646 639 634 594 551 570 532 515 503 

5 年生 681 686 631 635 640 594 554 561 532 516 

6 年生 719 678 676 624 631 644 596 547 564 525 

小学生以下 

児童数合計 
7,433 7,259 6,947 6,666 6,573 6,456 6,261 6,095 6,002 5,846 

資料：住民基本台帳 各年 4月 1日現在 
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３ 将来の子どもの人口 

本計画の主要指標の一つである将来推計人口は、平成30年及び平成31年４月１日

現在の住民基本台帳人口をもとに、１歳階級ごとのコーホート変化率を算出し、今

後も同様の傾向が続くものと想定して推計しています。 

計画目標年（令和6年）の総人口は57,888人、そのうち0～5歳の就学前児童総数

の占める割合は4.13％、6～11歳の小学生児童総数の割合は4.66％になると推計し

ています。 

【将来推計人口】 
（単位：人、％） 

  
住民基本台帳人口 将来推計人口 

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

総人口 62,975 62,532 61,892 61,342 60,832 60,289 59,719 59,123 58,510 57,888 

0～14 歳 8,407 8,184 7,966 7,792 7,557 7,346 7,177 6,977 6,810 6,649 

15～64歳 38,733 38,058 37,355 36,570 36,030 35,471 34,834 34,245 33,749 33,114 

65 歳以上 15,835 16,290 16,571 16,980 17,245 17,472 17,708 17,901 17,951 18,125 

0～5歳 
4.81% 4.77% 4.70% 4.61% 4.60% 4.44% 4.37% 4.23% 4.15% 4.13% 

人口比率 

6～11 歳 
5.44% 5.24% 5.15% 5.17% 5.01% 5.03% 4.96% 4.97% 4.84% 4.66% 

人口比率 

 

 

各年の年齢別推計児童数は、下表のとおりとしています。 

計画目標年度（令和6年度）の就学前児童（0～5歳の層）の合計は2,391人、小

学生児童数（6～11歳の層）の合計は2,697人と推計しています。 

【年齢別推計児童数】 
（単位：人） 

児童年齢 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 0～5歳児合計 

推 

計 

人 

口 

令和 2年 426 455 422 452 481 442 2,678 

令和 3年 412 430 449 408 441 469 2,609 

令和 4年 402 416 423 434 398 430 2,503 

令和 5年 394 406 410 410 423 388 2,431 

令和 6年 383 398 400 397 400 413 2,391 

 

児童年齢 
6 歳児 

（小 1） 
7 歳児 

（小 2） 
8 歳児 

（小 3） 
9 歳児 

（小 4） 
10 歳児 
（小 5） 

11 歳児 
（小 6） 

6～11 歳児合計 

推 

計 

人 

口 

令和 2年 506 444 526 540 504 509 3,029 

令和 3年 445 508 440 532 541 497 2,963 

令和 4年 472 446 505 446 533 534 2,936 

令和 5年 433 474 443 511 447 526 2,834 

令和 6年 391 434 471 448 512 441 2,697 
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【将来の子ども人口】 
（単位：人） 
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４ 子育て関連施設・事業の状況 

（１）保育園の状況 

本市の保育園は、公立、私立がともに６園、小規模保育事業施設が３園、家庭

的保育事業施設が１園となっています。 

【保育園の概況】 
(平成 31年 4月現在 単位：人) 

  施 設 名 所 在 地 定員 

公 

立 

さくら保育園 会津町 24-7 90 

わかば保育園 北中川原 8-1 150 

おもてごう保育園 表郷番沢字成金 142 65 

たいしん保育園 大信町屋字道目木 8 50 

ひがし保育園 東釜子字枇杷山 141 55 

関の森保育園  ※認可外施設 旗宿町尻 105-1 40 

私 

立 

白河みのり保育園 新白河二丁目 162 89 

白河保育園 日向 2 60 

認定こども園ぼだい樹 郭内 1-171 137 

認定こども園ぼだい樹 西こども園 南登り町 15 84 

丘の上保育園 立石山 10-14 60 

認定こども園さくらの木 豊年 31 69 

私
立 

（
小
規
模 

保
育
事
業
） 

ニチイキッズ 新白河保育園 新白河四丁目５３番地 19 

なないろ保育園 十三原道上３番地２１ 19 

ともいく保育園 袋町３番地 15 

私
立 

（
家
庭
的 

 

保
育
事
業
） 

ぴよぴよ保育園 金勝寺２０５番地２５ 3 

保育園の定員合計 1,005 

 

【保育園の入園児童数の推移】 
（各年度 4月 1日現在 単位：人） 

  平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

総数 822 880 886 871 850 841 

0 歳児 52 53 58 54 41 54 

1 歳児 170 188 185 191 189 183 

2 歳児 217 199 211 203 227 214 

3 歳児 133 159 137 131 128 124 

4 歳児 127 143 156 136 128 136 

5 歳児 123 138 139 156 137 130 

 



16 

 

【広域入所児童数の推移】 
（各年度 4月 1日現在 単位：人） 

 
平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

広域入所 

児童数 
11 22 17 12 15 8 

【保育園の実施状況】 
 (平成 31年 4月現在) 

  施 設 名 年齢 
保 育 時 間 

平日 土曜日 

公 

立 

さくら保育園 

生後６か月
～就学前 

7:30～19:00 7:30～13:00 

わかば保育園 7:30～19:00 

7:30～13:00 

（満 2歳未満） 

7:30～18:00 

（満 2歳以上） 

おもてごう保育園 

生後６か月
～３歳未満 

7:30～19:00 

7:30～18:00 
たいしん保育園 

ひがし保育園 
7:30～18:00 

（満 1歳以上） 

私 

立 

白河みのり保育園 
生後６か月
～就学前 

7:45～17:45 8:30～12:30 
（満 1歳未満） 

  
（満 2歳未満） 

  

白河保育園 
7:00～19:00 7:15～18:00 

（満 1歳以上） （満 2歳以上） 

認定こども園ぼだい樹 

生後６か月
～就学前 

7:30～18:00 
（満 1歳未満） 

  
7:30～18:30 

（満 1歳以上） 
※ぼだい樹のみ 
7:30～19:00 

8:00～14:00 
（満 2歳未満） 

  
7:15～18:00 

（満 2歳以上） 

 
認定こども園ぼだい樹 
西こども園 
 

認定こども園さくらの木 

丘の上保育園 
生後６か月
～３歳未満 

7:00～19:00 8:00～17:00 

認可外 関の森保育園 
２歳以上～
就学前 

7:30～19:00 7:30～13:00 

私
立 

（
小
規
模
保
育
事
業
） 

ニチイキッズ 
新白河保育園 

生後６か月
～３歳未満 

7:00～19:00 7:00～19:00 

なないろ保育園 

7:45～17:45 
（満 1歳未満） 

 
7:00～19:00 

（満 1歳以上） 

7:45～12:30 
（満 1歳未満） 

  
7:00～12:30 

（満 1 歳以上満 2 歳未満） 
  

7:00～18:00 
（満 2歳以上） 

ともいく保育園 7:30～18:30 7:30～18:30 

私
立 

（
家
庭
的 

 
 
 

保
育
事
業
） 

ぴよぴよ保育園 
生後３か月
～３歳未満 

7:45～18:00 
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（２）幼稚園の状況 

本市の幼稚園は、公立が８園、私立が５園となっています。 

３年保育は全園が実施しており、私立幼稚園では満３歳児保育を実施していま

す。預かり保育も全園で実施しています。また、遠距離通園対策として公立３園

と私立全園で通園バスを運行しています。 

【幼稚園の概況】 
(令和元年 5月 1日現在 単位：人) 

施 設 名 所 在 地 定員 

公 

立 

大沼幼稚園 久田野豆柄久保 2 90 

白坂幼稚園 白坂陣場 317 80 

小田川幼稚園 泉田池ノ上 239 50 

五箇幼稚園 田島明治 32-6 70 

関辺幼稚園 関辺松並 26 80 

表郷幼稚園 表郷金山字長者久保 2-5 170 

ひがし幼稚園 東釜子字枇杷山 28 160 

大信幼稚園 大信町屋字道目木 12 140 

私 

立 

認定こども園ぼだい樹 郭内 1-130 50 

認定こども園ぼだい樹 

西こども園 
転坂 96 99 

認定こども園さくらの木 豊年 31 65 

白河カトリック幼稚園 道場小路 88 280 

丘の上幼稚園 立石山 10-14 185 

 

 

【幼稚園の園児数の推移】 
（各年度 5月 1日現在 単位：人） 

 
平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

公立 615 613 580 540 516 558 

私立 583 543 547 543 529 511 

総数 1,198 1,156 1,127 1,083 1,045 1,069 
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【幼稚園の実施状況】 
 (令和元年 5月 1日現在) 

施 設 名 開 園 時 間 

対象児 
預かり

保育 

バス

送迎 
満 

年少 年中 年長 
3歳 

公 

立 

大沼幼稚園 8:30～14:00 － ○ ○ ○ ○ － 

白坂幼稚園 8:30～14:00 － ○ ○ ○ ○ － 

小田川幼稚園 8:30～14:00 － ○ ○ ○ ○ － 

五箇幼稚園 8:30～14:00 － ○ ○ ○ ○ － 

関辺幼稚園 8:30～14:00 － ○ ○ ○ ○ － 

表郷幼稚園 8:30～14:00 － ○ ○ ○ ○ ○ 

ひがし幼稚園 8:30～14:00 － ○ ○ ○ ○ ○ 

大信幼稚園 8:30～14:00 － ○ ○ ○ ○ ○ 

私 

立 

認定こども園ぼだい樹 8:30～13:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

認定こども園ぼだい樹

西こども園 
8:30～13:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

認定こども園 

さくらの木 
8:30～13:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

白河カトリック幼稚園 8:30～14:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

丘の上幼稚園 8:30～13:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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（３）小学校の状況 

本市には、市立小学校が15校あります。令和元年５月１日現在の児童総数は

3,059人となっています。 

【小学校の概況】 
 （令和元年 5月 1日現在 単位：人・クラス) 

学校名 所在地 児童数 学級数 

白河第一小学校 菖蒲沢 41番地１ 279 14 

白河第二小学校 日影２番地８ 536 22 

白河第三小学校 寺小路 64番地２ 510 21 

白河第四小学校 久田野豆柄山３番地 182 9 

白河第五小学校 白坂陣場 317番地 146 10 

小田川小学校 泉田池ノ上 239 番地 76 6 

五箇小学校 田島 165番地２ 76 7 

関辺小学校 関辺松並 26番地 131 6 

みさか小学校 みさか二丁目 120番地 354 14 

表郷小学校 表郷金山字瀬戸原 108番地 309 16 

小野田小学校 東下野出島字髪内 195番地 76 8 

釜子小学校 東釜子字西ノ内１番地 176 9 

信夫第一小学校 大信中新城字愛宕山 108番地１ 108 7 

信夫第二小学校 大信増見字中沢 10番地 46 6 

大屋小学校 大信下小屋字西宿 85番地 54 5 

合 計   3,059 160 
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（４）放課後児童クラブの状況 

本市では、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校1年生から6年生まで

の児童を放課後及び長期休業に預かり、その健全育成を図るため放課後児童クラ

ブを設置しています。令和元年５月１日現在、17か所の放課後児童クラブを運営

し、936人の児童が利用しています。 

【放課後児童クラブの概況】 
 (令和元年 5月 1日現在 単位：人) 

施設名 
低学年 高学年 

合計 
1学年 2学年 3学年 計 4学年 5学年 6学年 計 

白一小児童クラブ 19 15 19 53 11 15 12 38 91 

白二小児童クラブ 40 38 39 117 23 0 0 23 140 

白三小児童クラブ 41 42 29 112 18 4 0 22 134 

にこにこ児童クラブ 1 1 1 3 14 13 3 30 33 

おおぬま児童クラブ 14 14 16 44 10 8 5 23 67 

しらさか児童クラブ 8 7 11 26 9 3 1 13 39 

あったか児童クラブ 7 12 8 27 0 0 0 0 27 

こたがわ児童クラブ 7 8 3 18 10 2 4 16 34 

五箇小児童クラブ 2 2 6 10 4 4 2 10 20 

せきべ児童クラブ 6 13 6 25 5 4 0 9 34 

みさか小児童クラブ 23 29 18 70 28 1 0 29 99 

表郷小児童クラブ 18 24 21 63 15 6 3 24 87 

小野田小児童クラブ 7 2 7 16 2 1 2 5 21 

かまこ児童クラブ 9 14 18 41 5 7 3 15 56 

信夫一小児童クラブ 5 8 2 15 1 0 0 1 16 

信夫二小児童クラブ 0 5 5 10 3 2 1 6 16 

大屋小児童クラブ 3 5 6 14 4 4 0 8 22 

合 計 210 239 215 664 162 74 36 272 936 

 

 

【放課後児童クラブ利用児童数の推移】 
（単位：人） 

区分 平成 27 年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

実施箇所数 16 16 16 17 17 

登録児童数 879 915 881 985 936 

（各年度 5月 1日現在） 
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５ 子ども・子育てに関する実態と意向（ニーズ調査結果から） 

平成30年度に就学前児童と小学生の保護者を対象に、アンケート調査を実施

し、その結果を計画策定の基礎資料としています。 

（１）保護者の就労状況 

① 就学前児童保護者 

≪父親≫ 

「育休中等」も含め、「フルタイムで就労」は全体で90.5％となっています。 

 

 

≪母親≫ 

「育休中等」も含め「フルタイムでの就労」は、全体で42.6％、「パート・ア

ルバイト等で就労」は24.3％となっています。また、「以前就労していて現在就

労していない」など「未就労」は32.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.3

89.2

91.5

0.2

0.5

0.7

0.5

0.9

8.7

9.9

7.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 424

0～2歳 213

3～5歳 211

年齢 N＝

父親の就労状況〔％〕
フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない フルタイムで就労しているが、育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、育休・介護休業中ではない パート・アルバイト等で就労しており、育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない これまで就労したことがない

無回答

32.5

28.2

37.0

10.1

14.6

5.7

21.7

13.1

30.3

2.6

2.8

2.4

30.9

39.0

22.7

1.4

1.4

1.4

0.7

0.9

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 424

0～2歳 213

3～5歳 211

年齢 N＝

母親の就労状況〔％〕

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない これまで就労したことがない

無回答
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≪ひとり親世帯≫ 

ひとり親世帯（母親）の就労状況は、「育休中等」も含め「フルタイムでの就

労」は43.3％と配偶者がいる世帯の42.5％とあまり差はありませんが、「パート・

アルバイト等で就労（育休中等含む）」は、配偶者がいる世帯に比べ、9.4％多く

なっています。 

 
 

43.3

31.5

0.0

11.0

30.0

21.3

3.3

2.6

16.7

32.1 1.5

6.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

配偶者はいない(n=30)

配偶者がいる(n=390)

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない これまで就労したことがない

無回答

母親の就労状況 （配偶者有無別）〔％〕
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② 小学生保護者 

≪父親≫ 

「フルタイムで就労」は全体で91.9％、育休等の取得は0％となっています。 

 

 

≪母親≫ 

「育休中等」も含め「フルタイムでの就労」は、高学年が52.7％と、低学年よ

り5.9％高く、また、「パート・アルバイト等での就労」まで含めると、高学年は

87.7％と低学年に比べ7.6％高くなっています。 

また、ひとり親世帯では、全体で「育休中等」も含め「フルタイムでの就労」

が64.9％、「パート・アルバイト等での就労」が16.2％となっています。 

 

 

91.9

93.5

90.5

0.4

0.5

0.4

7.6

6.0

9.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 459

1～3年生 216

4～6年生 243

学年別 N＝

父親の就労状況〔％〕
フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない フルタイムで就労しているが、育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、育休・介護休業中ではない パート・アルバイト等で就労しており、育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない これまで就労したことがない

無回答

48.6

44.9

51.9

1.3

1.9

0.8

33.6

32.4

34.6

0.7

0.9

0.4

13.7

17.6

10.3

0.4

0.8

1.7

2.3

1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 459

1～3年生 216

4～6年生 243

学年別 N＝

母親の就労状況〔％〕

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない これまで就労したことがない

無回答

64.9%

47.6%

0.0%

1.4%

13.5%

35.4%

2.7%

0.5%

2.7%

14.4%

0.0%

0.5%

16.2%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

配偶者はいない(n=37)

配偶者がいる(n=418)

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない これまで就労したことがない

無回答

母親の就労状況 （配偶者有無別）〔％〕
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（２）定期的な教育・保育事業の利用状況及び利用希望 

就学前児童の定期的な教育・保育事業の利用状況は全体で「利用している」が

68.2％、「利用していない」が30.4％です。 

年齢別では、0～2歳は「利用している」が39.0％ですが、3～5歳は97.6％とほ

とんどが利用しています。 

 
 

平日に利用している教育・保育事業は、0～2歳では「市立保育園」が32.5％と

最も多く、次に「認定こども園」が26.5％となっています。3～5歳では、「市立

幼稚園」が34.0％と最も多く、次に「私立幼稚園」が19.9％となっています。 

 

68.2

39.0

97.6

30.4

59.6

0.9

1.4

1.4

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 424

0～2歳 213

3～5歳 211

年齢 N＝

定期的な教育・保育事業の利用〔％〕
利用している 利用していない 無回答

24.2

14.9

14.5

4.2

17.0

9.7

22.1

1.7

3.8

0.3

3.1

0.3

2.4

3.6

32.5

22.9

26.5

3.6

8.4

1.2

6.0

34.0

19.9

18.9

5.8

10.7

4.4

20.4

1.0

1.9

1.9

0.5

0 20 40 60 80 100

市立幼稚園

私立幼稚園

市立幼稚園の預かり保育

私立幼稚園の預かり保育

市立保育園

私立保育園

認定こども園

小規模保育施設

事業所内保育施設

認可外保育施設

ファミリーサポート

センター

その他

無回答

利用者/教育・保育事業〔％・複数回答〕

N＝289 全体 0～2歳 3～5歳 （％）
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現在、利用している幼稚園・保育園等について「希望通り利用できている」と

「ほぼ、希望通り利用できている」を合わせると、0～2歳は86.7％、3～5歳は

90.3％となっています。 

 
 

「利用していない」と回答した方は129名で、そのうち0～2歳が127名とほとん

どを占めています。利用していない理由については、「利用する必要がない」、

「子どもがまだ小さいため、大きくなったら利用する」、「利用したいが、保育・

教育の事業に空きがない」が多くなっています。 

 

61.2

50.6

65.5

28.0

36.1

24.8

1.7

1.2

1.9

3.5

3.6

3.4

5.5

8.4

4.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 289

0～2歳 83

3～5歳 206

年齢 N＝

利用者/希望どおりの利用になっているか〔％〕

希望通り利用できている ほぼ、希望通りに利用できている 希望通りに利用できないことが多い

希望通りに利用できていない 無回答

46.5

16.3

22.5

3.9

0.8

0.8

37.2

3.9

2.3

0 20 40 60 80 100

利用する必要がない

子どもの祖父母や

親戚の人がみている

近所の人や父母の

友人・知人がみて

いる

利用したいが、保育・

教育の事業に空きが

ない

利用したいが、経済

的な理由で事業を

利用できない

利用したいが、延長・

夜間等の時間帯の

条件が合わない

利用したいが、事業

の質や場所など、納

得できる事業がない

子どもがまだ小さいため

大きくなったら利用する

放射性物質・放射線

の不安があるため、

家庭内で保育したい

その他

無回答

未利用者/利用していない理由〔％・複数回答〕

N＝129
全体

（％）
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「定期的に」利用したい教育・保育事業については、全体で「市立幼稚園」、

「認定こども園」、「市立保育園」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.2

21.5

28.8

14.9

30.7

16.3

31.6

5.2

5.9

0.2

7.8

1.2

5.4

37.1

22.5

27.7

16.0

44.1

23.9

36.2

7.0

6.6

0.5

9.4

1.4

5.6

41.2

20.4

29.9

13.7

17.1

8.5

27.0

3.3

5.2

6.2

0.9

5.2

0 20 40 60 80 100

市立幼稚園

私立幼稚園

市立幼稚園の預かり保育

私立幼稚園の預かり保育

市立保育園

私立保育園

認定こども園

小規模保育施設

事業所内保育施設

認可外保育施設

ファミリーサポート

センター

その他

無回答

定期的に利用したい教育・保育事業〔％・複数回答〕

N＝424

全体 0～2歳 3～5歳
（％）
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（３）幼児教育・保育無償化の場合の利用希望 

主な利用希望は、全体では市立幼稚園（16.5％）、認定こども園（15.3％）、

私立幼稚園（13.2％）となっています。0～2歳では、市立幼稚園、市立保育園、

認定こども園がそれぞれ14.6％、3～5歳では、市立幼稚園（18.5％）、認定こど

も園（16.1％）、私立幼稚園（13.7％）となっています。 

 

 

 

（４）放課後の過ごし方 

小学校4～6年生では、「自宅」が50.2％と最も多く、1～3年生では「自宅」

「放課後児童クラブ」がそれぞれ31.5％、28.7％と多くなっています。また、

「習い事」がそれぞれ20％前後となっています。 

なお、日数については、「放課後児童クラブ」は週5日が低学年・高学年と 

も最も多く、「習い事」は週1日～3日が大半を占めています。 

 

 

16.5

14.6

18.5

13.2

12.7

13.7

6.8

5.2

8.5

7.8

8.0

7.6

12.5

14.6

10.4

6.1

9.4

2.8

15.3

14.6

16.1

0.2

0.5

0.7

0.9

0.5

0.2

0.5

20.5

19.7

21.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 424

0～2歳 213

3～5歳 211

年齢 N＝

幼児教育・保育無償化の場合の利用したい事業〔％〕

市立幼稚園 私立幼稚園 市立幼稚園の預かり保育
私立幼稚園の預かり保育 市立保育園 私立保育園
認定こども園 小規模保育事業 事業所内保育施設
認可外保育施設 無回答

41.4

7.4

22.0

18.7

0.4

2.4

41.4

31.5

6.0

19.9

28.7

0.9

1.4

42.6

50.2

8.6

23.9

9.9

3.3

40.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

自宅

祖父母宅や友人・

知人宅

習い事

放課後児童クラブ

放課後子ども教室

ファミリー・サポート

センター

放課後等デイサービス

その他

無回答

（％）
放課後の過ごし方〔％・複数回答〕

N＝459 全体 1～3年生 4～6年生



28 

 

（５）子育てに関しての悩み 

未就学児保護者の、子育てに関しての悩みや気にかかることについて「大いに

思う」が最も多いのは「自分の時間が十分にもてない」の19.3％で、「どちらか

というと思う」まで含めると52.1％となっています。次いで多いのは「教育費の

負担」「生活費の負担」「子どもの病気や発育・発達のこと」でそれぞれ13.0％、

12.0％、11.8％となっています。小学生保護者の、悩みや気にかかることについ

て「大いに思う」が最も多いのは、「子どもの勉強や進学のこと」の20.9％で、

「どちらかというと思う」まで含めると51.8％となっています。次いで多いのは

「生活費の負担」「教育費の負担」「自分の時間が十分にもてない」でそれぞれ

15.0％、14.2％、14.2％となっています。 

なお、「子育てをどのように感じていますか」という問いに対しては、未就学

児・小学生ともに、「喜びや楽しみが大きい」と「どちらかというと喜びや楽し

みが大きい」の合計が約90％となっています。 

 

 

11.8

11.1

9.2

9.0

9.0

3.5

2.6

7.3

12.0

13.0

19.3

5.2

9.7

8.3

22.2

29.2

27.1

23.8

18.9

14.6

13.2

9.4

22.6

17.2

32.8

13.4

16.0

14.9

14.6

14.4

22.9

18.2

17.5

30.7

18.4

23.1

27.8

30.4

23.8

18.6

25.7

25.2

25.2

27.4

23.8

29.5

32.3

34.2

39.9

23.8

25.5

25.7

14.9

33.5

24.3

26.2

25.0

17.5

16.5

18.9

21.9

16.5

25.5

32.3

11.3

13.2

8.7

28.5

22.6

24.3

1.2

0.5

0.5

0.7

0.5

0.5

0.5

4.0

0.7

0.5

0.5

0.7

1.7

1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ア.子どもの病気や発育・発達のこと 424

イ.子どもの食事や栄養のこと 424

ウ.子どもの勉強や進学のこと 424

エ.子どもの友だちとの関係 424

オ.子どもとの時間を十分もてない 424

カ.育児やしつけの方法がよくわからない 424

キ.子どもとの接し方に自信が持てない 424

ク.配偶者の協力が少ない 424

ケ.生活費の負担が大きい 424

コ.教育費の負担が大きい 424

サ.自分の時間が十分にもてない 424

シ.子育ての仲間がいない 424

ス.仕事が十分にできない 424

セ.放射性物質・放射線の影響 424

N＝

子育ての悩み等〔％〕

全体

大いに思う どちらかというと思う どちらともいえない

あまり思わない ほとんど思わない 無回答

未就学児保護者
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10.9

5.0

20.9

7.8

8.3

1.5

2.4

7.0

15.0

14.2

14.2

1.5

5.0

10.2

15.5

24.6

30.9

27.2

24.8

11.1

8.9

12.0

19.6

20.3

28.3

6.3

8.5

13.5

11.5

14.8

15.5

20.3

19.8

27.0

19.8

20.0

27.7

31.4

22.7

20.3

20.9

23.1

30.1

28.8

22.4

29.8

30.3

40.3

42.0

27.9

23.3

21.8

23.7

40.3

38.1

30.5

31.4

26.1

9.4

14.2

16.3

19.4

26.4

29.8

13.7

11.8

10.7

30.7

27.0

22.2

0.7

0.7

0.9

0.7

0.4

0.7

0.4

3.3

0.7

0.7

0.4

0.9

0.4

0.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ア.子どもの病気や発育・発達のこと 459

イ.子どもの食事や栄養のこと 459

ウ.子どもの勉強や進学のこと 459

エ.子どもの友だちとの関係 459

オ.子どもとの時間を十分もてない 459

カ.育児やしつけの方法がよくわからない 459

キ.子どもとの接し方に自信が持てない 459

ク.配偶者の協力が少ない 459

ケ.生活費の負担が大きい 459

コ.教育費の負担が大きい 459

サ.自分の時間が十分にもてない 459

シ.子育ての仲間がいない 459

ス.仕事が十分にできない 459

セ.放射性物質・放射線の影響 459

N＝

子育ての悩み等〔％〕

全体

大いに思う どちらかというと思う どちらともいえない

あまり思わない ほとんど思わない 無回答

小学生保護者
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６ 子ども・子育てに関する課題の整理 

計画策定にあたり、ここまでに挙げた各種データから読み取れる子育てに関す

る課題について次のとおり整理しました。 

 

（１）少子化・世帯類型変化の影響 

本市の人口は、住民基本台帳によると平成23年4月1日現在で64,556人、平成31

年では60,832人と減少傾向です。世帯数は、平成23年4月1日現在で、23,442世帯、

平成31年では24,481世帯で増加傾向ですが、世帯類型別では、核家族世帯が50％

以上を占め、単独世帯は増加傾向、三世代世帯は減少傾向となっています。 

この状況から、子育てに関する経験やノウハウが継承されにくくなっていると

考えられるため、親子や子ども同士が触れ合える場や機会、気軽に子育ての問題

を相談できる窓口を地域に作っていくことが必要です。 

 

（２）子育て家庭の就労状況の変化 

女性の社会進出、経済面などの理由から、小さな子どものいる世帯においても

共働きの割合が高まっています。ニーズ調査によると、未就学児の母親は、育児

休業中等を含め42.6％がフルタイムで、パート等まで含めると66.9％が何らかの

職に就いており、前回の調査より3.6％増加しています。 

このように、今後も子どもが小さい時から共働きとなる世帯の割合が高まると

考えられるため、「保育ニーズ」に応えていく事業の枠組みや、子育てに対する

事業者・職場での意識改革、ワーク・ライフ・バランスを考慮した就労の仕組み

づくりが必要です。 

 

（３）ひとり親世帯の支援の必要性 

ニーズ調査によると、ひとり親世帯の母親は、ふたり親世帯の母親に比べ、就

労率が10％程度高く、また、就学前の子どもを持つ世帯においては、パート等か

らフルタイムへの転換希望が70％と高くなっています。このことから経済的不安

が大きいものと推察されるため、保育サービスの充実など社会的環境の整備に加

え、就労斡旋やスキルアップなど自立へ向けた直接的な支援を行うことが必要で

す。 
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（４）子育てを応援する環境や地域ネットワーク 

ニーズ調査によると、「育児やしつけの方法がわからない」などの不安や悩み

を感じている人が少なからずいることが明らかになっています。 

しかし、近年の三世代世帯の減少や、地域のつながりの希薄化などにより、相

談できる相手がおらず、子育ての孤立化につながるケースが問題となっています。

そのため、相談窓口の充実や子育て支援情報を的確に届けられる仕組みをつくる

とともに、関係機関や地域とのネットワークを強化し、様々な面でサポートする

取組みを広げていくことが必要です。 

 

（５）地域安全に対する不安の増大 

社会情勢が複雑になり、子どもが被害にあう事件・事故が増えている状況から、

ニーズ調査では「子ども等の安全の確保」の要望が多くなっています。 

通学路の歩道の確保・街灯整備や、通学時の見守りなどの地域ぐるみの子ども

の安全確保の取り組みが求められています。 

 

（６）健康不安への対応 

東日本大震災発生から年数を経て、「放射性物質・放射線の影響が心配」とい

う声は少なくなってきていますが、依然として不安を持っている人もいるため、

今後も引き続き正しい情報を周知していくことが必要です。 

また、ニーズ調査において「医療機関の充実」に関することが挙げられている

など健康面に対する意見もあることから、地域医療体制の充実が必要です。 

 

（７）子どもの人権を守る取組 

核家族の増加等により身近な相談相手が減ったことや、就労する母親が増えた

ことなどにより子育ての負担感が増し、親子の愛着形成にも影響を及ぼしていま

す。ニーズ調査でも、未就学児の保護者が思う子育ての悩みとして「自分の時間

が十分に持てない（「どちらかというと思う」を含む。）が 52.1％と最も多くな

っており、育児ストレスを抱えている状況がわかります。 

こうした中、家庭環境などを起因とする児童虐待やいじめが大きな社会問題と

なっています。 

これは、児童の心身の健やかな成長を阻害するばかりでなく、命にも関わる重

大な問題であることから、予防、早期発見・対応、被害を受けた子どもへの支援

といった社会全体での対応が必要です。 

また、障がいを持つ子どもにおいても、平等に教育・保育を受ける権利がある

ことから、社会の一層の理解とともに成長過程に即したきめ細やかな支援が必要

です。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 子ども・子育てビジョン（基本理念）と基本目標 

本市の子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義

的責任を有するという基本的認識の下に、家庭・地域・企業において、子育ての

意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感できるように配

慮して推進します。 

第２次総合計画では、健康・福祉・医療分野の基本目標としては「いきいきと

健やかで明るい笑顔があふれるまち」として、安心して子どもを産み、育てやす

い環境作りを推進しています。また、教育・生涯学習分野の基本目標としては

「心豊かに学び・ともにふれあい・生きる喜びを実感できるまち」とし、地域が

一丸となって、子どもが互いに安心して学ぶことができる教育環境作りをめざし

ています。 

これらのことを踏まえ、市民との協働による子ども・子育て支援が推進される

よう、本計画の基本理念を次の通り掲げます。 

 

■基本理念 

 

 

 

本市の子ども・子育て支援対策の推進にあたっては、上記の基本理念を基調と

して、次の５つの基本目標を掲げます。 

 

「みんなで育てよう、次代を担う白河っ子」 
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■基本目標 
 

１ ゆとりのなかで安心して子育てのできるまち 

子育て支援サービスや保育サービスの充実、相談や情報提供を含めた子育て支

援ネットワークの構築、子どもの居場所づくりやさまざまな交流プラン・交流ス

ペースづくり、経済的支援の充実を図り、ゆとりを持って安心して地域で子育て

できる環境づくりを支援します。 

 

２ 子どもを生み育てることに喜びを実感できるまち 

男女の多様な働き方の実現、家庭よりも仕事を優先する働き方の見直し等をは

じめ、仕事と子育ての両立が可能になる雇用環境の整備を促進します。 

また、次世代の親の育成の観点から、子どもを生み育てることの意義に関する

教育・啓発の推進を図ります。 

 

３ 安全で快適に子育てができるまち 

安全で快適な子育てを支援するため、良好な居住環境の整備促進、安全で安心

できる道路など公共施設等の整備・充実を図ります。 

また、子どもを交通事故、犯罪等の被害から守るための活動の推進を図りま

す。 

 

４ 子どもが心身ともに健やかで明るく育つまち 

乳幼児健診や妊産婦に対する相談支援の充実、地域医療の充実や不妊に対する

相談支援を行います。 

また、確かな学力の向上、豊かな心と健やかな身体の育成、幼児教育の充実な

ど、生きる力の育成に向けた学校教育環境等の整備や家庭や地域での教育力の向

上に向けた取組を行うとともに、食育や、性の知識の普及など思春期対策等の推

進を図ります。 

 

５ 子どもたちの人権を尊重するまち 

いじめ等を受けた子どもへの支援、児童虐待防止対策の充実、障がい児施策の

充実など要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進を図ります。 
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■基本目標と課題の関係性 

基本目標は、基本理念と、子ども・子育てに関して整理した課題から導かれま

した。子どもと子育て家庭を取り巻く課題は、様々な分野にかかわっており、総

合的な視点で取り組んでいくことが重要です。 

 

【課題】                【基本目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（２）子育て家庭の就労状況の 

   変化 

 

（３）ひとり親世帯の支援の必 

   要性 

（４）子育てを応援する環境や 

   地域ネットワーク 

（５）地域安全に対する不安の 

   増大 

（６）健康不安への対応 

基本目標２ 

 子どもを生み育てることに 

 喜びを実感できるまち 

基本目標３ 

 安全で快適に 

 子育てができるまち 

 

基本目標４ 

 子どもが心身ともに健やかで 

 明るく育つまち 

 

基本目標５ 

 子どもたちの人権を 

 尊重するまち 

 

基本目標１ 

 ゆとりのなかで 

 安心して子育てのできるまち 

 

（７）子どもの人権を守る取組 

（１）少子化・世帯類型変化の 

   影響 
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２ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 

子どもを生み育て

ることに喜びを実

感できるまち 

基本目標３ 

安全で快適に 

子育てができるま

ち 

 

① 多様な働き方の実現や働き方の見直し 

② 仕事と子育ての両立の推進 

③ 次世代の親の育成 

④ 雇用の安定の推進 

⑤ 子育て中の保護者・子ども同士の交流の 

  促進 

 

① 良好かつ良質な住宅及び居住環境の確保 

② 安全・安心に暮らせる人にやさしいまち

づくりの整備・推進 

③ 子どもを交通事故から守るための活動の

推進 

④ 子どもを犯罪等の被害から守るための仕

組みづくりと地域連携の推進 

⑤ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

① 地域における子育て支援サービスの充実 

② 保育サービスの充実 

③ 子育て支援ネットワークづくり 

④ 地域で支える児童の健全育成 

⑤ 経済的支援の充実 

⑥ ひとり親家庭への支援 

基本目標４ 

子どもが心身とも

に健やかで 

明るく育つまち 

 

基本目標５ 

子どもたちの  

人権を尊重する 

まち 

 

① 子どもの人権擁護 

② 児童虐待防止対策の充実 

③ 子どもの立直り支援 

④ 障がい児施策の充実 

① 子どもや母親の健康の確保 

② 「食育」の推進 

③ 思春期保健対策の充実 

④ 地域における小児医療体制の充実 

⑤ 不妊に関する相談支援 

⑥ 子どものすこやかな発育・発達支援の充 

   実 

⑦ 子どもの生きる力と思いやりを育む教育

の充実 

⑧ 家庭や地域の教育力の向上 

 

「
み
ん
な
で
育
て
よ
う
、
次
代
を
担
う
白
河
っ
子
」 

基本目標１ 

ゆとりのなかで 

安心して子育て

のできるまち 

基本理念 
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第４章 基本施策 

 

１ ゆとりのなかで安心して子育てのできるまち 

（１）地域における子育て支援サービスの充実 

≪現状と課題≫ 

地域における子どもの減少、遊びを通じての仲間同士の交流機会の減少は、子

どもの社会性の発達と規範意識の醸成に大きな影響があると考えられます。この

ため、地域において子どもたちが自主的に参加し、自由に遊べ、安全に過ごすこ

とのできる放課後や週末等の居場所づくりの推進が必要です。 

また、地域住民のつながりの希薄化や核家族化の進行等により、母親の子育て

についての知識や子育て経験者からのアドバイス機会が不足し、子育てに関する

心理的負担や不安感を持つ人が増えていることが指摘されています。 

このため、すべての子育て家庭への支援を行う観点から、地域における子育て

支援サービスを充実していくことが重要であり、行政のみならず、ＮＰＯ、子育

てサークル等の市民の自主的な組織、シニア世代や子育て経験者、民間事業者等

による地域における様々な子育て支援サービスが展開されることが期待されてい

ます。 

 

≪基本施策≫ 

次代を担う子どもたちが、地域の中で健やかに育つことができるよう、すべて

の子育て家庭への支援体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

ファミリー・サポート・セ

ンター事業 

子育てを手伝って欲しい人と手伝って

あげたい人が会員となり、子どもの一時的

な預かりや保育園・幼稚園等への送迎など

の子育てを支え合う事業を支援します。 

継続 こども支援課 

放課後児童健全育成事業 

 市内すべての小学校区で実施している

放課後児童クラブの保育環境の整備及び

待機児童の解消に努めます。 

継続 こども育成課 



37 

 

項目 内 容 区分 担当課等 

病児保育事業 

 病気や病気の回復期にあり就労などに

より保育の必要がある児童を施設で預か

ります。 

新規 こども育成課 

 

一時預かり保育事業 

公立１園私立３園の保育園で一時預か

り保育事業を実施しています。 

また、保護者の利便性を図るため、ファ

ミリー・サポート・センター及びおひさま

ひろば（地域子育て支援拠点事業）でも保

護者の私用等に伴う、短時間の一時預かり

を行います。 

継続 

こども育成課 

こども支援課 

 

幼稚園預かり保育事業 

 公立８園、私立５園の全ての幼稚園で、

保護者の希望に応じて通常の保育時間外

に、引き続き子どもを預かる「預かり保育

事業」を実施しています。核家族化や夫婦

共働き家庭の増加などを考慮し、今後も預

かり保育内容の充実を図ります。 

継続 こども育成課 

地域子育て支援拠点事業 

乳幼児とその保護者が気軽に集い、語り

合い、交流する場を設け、必要に応じて育

児相談や子育て情報の提供を行います。 

継続 こども支援課 

子育て支援・地域活動事業 

 市内の保育園12園は、毎月１、２回、保

育園を開放し、未就園親子を中心に触れあ

い遊びや育児相談を行います。 

継続 こども育成課 

家庭児童相談事業 

 家庭児童相談室では、０歳から18歳まで

の児童を対象に、家庭環境などによる様々

な問題について相談に応じます。 

継続 こども支援課 
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項目 内 容 区分 担当課等 

ホームスタート事業 

 未就学児を持つ引きこもりがちな親を

対象に、地域の子育て経験者が定期的に家

庭を訪問し、地域社会との関わりを手助け

することで、孤立化や児童虐待の未然防止

につなげる活動を支援します。 

継続 
 

こども支援課 

子どもの居場所づくり支援

事業 

 様々な支援を必要とする子どもたちの

ために、地域での居場所（こども食堂）を

つくり、食事・団らんの場の提供や学習支

援を行います。 

新規 こども支援課 

白河っ子応援事業 

 保育園・幼稚園の４歳児を対象にすこや

か相談会やフォローアップ訪問を開催し

ます。 

継続 
 

こども支援課 

白河っ子応援センター「ぽ

っかぽか」 

 妊娠期から子育て期までの必要な情報

を、ホームページ、スマートフォン向けア

プリ、子育て支援ガイドブックにより提供

します。 

 また、窓口に専門職員を配置し、ワンス

トップできめ細やかな相談支援を行いま

す。 

継続 こども支援課 
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（２）保育サービスの充実 

≪現状と課題≫ 

本市の保育園については、公立保育園６園と私立６園、小規模保育園３園、家

庭的保育園１園の体制となっています。 

平成30年４月に、少子化や核家族化、共働き家庭の増加等を背景に様々な課題

が顕在化したことを受け、保育所保育指針が改定されました。 

各保育園には、この新しい指針に基づき、保育の充実、保護者に対する支援、

児童虐待の発生予防及び発生時の迅速かつ的確な対応が求められています。 

※小規模保育園…０～２歳児を対象として、利用定員が６人以上19人以下の 

        少人数の保育を行う施設 

※家庭的保育園…０～２歳児を対象として、保育者の居宅など家庭的な環境 

        で保育を行う施設（利用定員は５人以下） 

 

 

≪基本施策≫ 

利用者の生活実態や多様化するニーズを踏まえて一層の保育サービスの充実を

図ります。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

通常保育事業 

 保育指針に基づく適切な保育を提供し、

子どもが成長できる環境づくりに努める

など、一層の保育内容の充実を図ります。 

継続 
こども育成課 

民間事業者等 

延長保育事業 

 労働時間の多様化などによる保護者ニ

ーズに対応するため、延長保育事業を継続

していきます。 

継続 
こども育成課 

民間事業者等 

障がい児保育事業 

 障がい児保育指導員が巡回し、障がい児

保育に関する調査や指導を行うほか、保護

者に対する相談、助言を実施します。 

継続 
こども育成課 

民間事業者等 

待機児童の解消 

 待機児童を解消するため、必要に即した

保育士を確保するほか、保護者ニーズに対

応した施設整備に努めます。 

継続 こども育成課 
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項目 内 容 区分 担当課等 

乳児保育の実施 
 生後６か月から入園できる乳児保育を

継続していきます。 
継続 

こども育成課 

民間事業者等 

保育の質の向上 

 職員が適切に子どもの成長を支援でき

る研修等を開催し、保育の質の向上を推進

していきます。 

 

継続 

 

こども育成課 

こども支援課 

民間事業者等 
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（３）子育て支援ネットワークづくり 

≪現状と課題≫ 

現代社会においては、核家族化等により地域住民のつながりが希薄になってき

ており、育児の負担感や孤立感が増しています。このため、地域、企業、行政等

が連携し、社会全体で子育て支援を進めていくことが必要です。 

 

≪基本施策≫ 

地域における子育て支援サービス等のネットワークの形成を促進するなど、地

域連携による子育て支援体制の確立を図ります。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

子育て支援のネットワーク 

 子育て支援サービスの質の向上と、効果

的な提供体制を構築するため、庁内関係部

所の連携強化を図るとともに、ＮＰＯ、民

間事業者及び様々な地域活動団体と協働

し、官民の枠を越えた地域における子育て

支援のネットワーク化を促進します。 

継続 
こども支援課 

民間事業者等 

子育てに関する意識啓発 

 地域住民の多くが子育てへの関心・理解

を深め、地域全体で子育て家庭を支えるこ

とができるよう、子育てに関する意識啓発

を進めます。 

継続 こども支援課 
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（４）地域で支える児童の健全育成 

≪現状と課題≫ 

地域における子どもの減少、遊びを通じての仲間同士の交流機会の減少は、子

どもの社会性の発達と規範意識の醸成に大きな影響があると考えられます。この

ため、地域において子どもたちが自主的に参加し、自由に遊べ、安全に過ごすこ

とのできる放課後や週末等の居場所づくりの推進が必要です。 

また、少年非行等の問題を抱える子どもの立ち直りや保護者の子育て支援、引

きこもりや不登校への対応においては、関係機関が連携して地域全体で対処する

ことが必要です。 

 

≪基本施策≫ 

・地域の子どもたちが、放課後、週末、夏期や冬期の長期休業日等において、自

主的に参加し、自由に遊べ、安全に過ごすことのできる居場所づくりを進めるた

め、保育園、幼稚園、学校、公民館、図書館等の施設の活用や、奉仕・体験活動、

スポーツ活動、世代間交流などを通じた青少年健全育成活動の促進を図ります。 

・小学校の余裕教室等を活用して、放課後の子どもたちの安全・安心な活動拠点

（居場所）を確保するため、放課後子ども教室推進事業を推進します。 

・少年非行等の問題を抱える子どもの立ち直りや保護者の子育て支援、引きこも

りや不登校への対応においては、家庭、学校、警察等が連携し、地域ぐるみでの

支援に取り組みます。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

放課後子ども教室推進事業 

 小学校３校で実施しており、今後も余裕

教室等の活用、活動指導員の確保について

検討・対応していきます。 

継続 こども育成課 

家庭児童相談事業【再掲】 

 家庭児童相談室では、０歳から18歳まで

の児童を対象に、家庭環境などによる様々

な問題について相談に応じます。 

継続 こども支援課 

生徒指導に関する学校支援 

 小中学校全23校で実施しています。校内

研修等に市教委指導主事やスクールカウ

ンセラーを活用して支援の充実を図りま

す。 

継続 学校教育課 
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項目 内 容 区分 担当課等 

スクールカウンセラー配置

事業 

 小中学校全23校にスクールカウンセラ

ーを配置して、児童生徒や保護者の悩み、

不安を受け止めて相談に当たります。 

継続 学校教育課 

適応指導教室の開設 

 「さわやか教室」を心の居場所として機

能させ、小集団活動によりコミュニケーシ

ョン能力を育みます。また、学校や保護者

との連携を密にし、本人の興味や意欲を踏

まえて、学校復帰が図られるようにしま

す。 

継続 学校教育課 

人権教育の推進 

 全小中学校で教育活動全体を通じて人

権に関する指導を実施しています。人権擁

護委員等、関係機関と連携した指導、啓発

を行います。 

継続 学校教育課 

キッズシアターの開催 

 創造的で情緒豊かな児童育成の一助と

して、キッズシアター（演劇教室）を開催

します。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 

白河市青少年育成市民会議

への支援 

 白河市青少年健全育成推進大会を主催

するとともに、健全育成協賛金の募金活動

や様々な活動を行っている地域青少年育

成市民会議への支援を行います。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 

白河市少年センター事業 

 少年補導員による補導活動や育成環境

の浄化活動等を行うほか、関係機関との連

携を深め、青少年の非行防止と健全な育成

を図ります。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 

白河市少年補導員連絡協議

会への支援 

 少年補導員の資質の向上を図るため、研

修会を開催するほか、警察署と合同で補導

活動を行うことにより、補導技術の修得を

図るなどの支援に努めます。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 

公民館活動の推進 

 小学生や親子を対象とした教室を開催

し、様々な体験を通して児童の健やかな心

身の発達と子育て支援の活動を展開しま

す。 

継続 中央公民館 
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項目 内 容 区分 担当課等 

歴史民俗資料館活動の推進 

歴史民俗資料館は白河地方の通史を詳

しく学べる施設を、小峰城歴史館は小峰城

の歴史や歴代城主を紹介するとともに、特

別企画展も開催する施設を目指します。 

今後も特別企画展や平常展示の資料を

定期的に入れ替え、様々な文化財や収蔵資

料等の活用、PRを行っていきます。 

継続 文化財課 

屋内遊具施設の設置 

アナビースポーツプラザ内に設置した

遊び場の利用を促進し、親子のストレス解

消と子どもの心身の健全育成を図ります。 

また、中心市街地市民交流センター（マ

イタウン白河）内に整備した、木育と知育

をコンセプトとした屋内遊び場「わんぱー

く」により、子どもたちの健康の増進及び

健やかな心の発達を育みます。 

拡充 

生涯学習スポ

ーツ課 

まちづくり推

進課 

芸術文化活動の推進 

白河文化交流館「コミネス」を拠点に、

芸術文化に関するワークショップやアウ

トリーチなど、参加体験型の事業を積極的

に行い、小さいうちから気軽に芸術文化に

触れ親しめる機会の拡充を図ります。 

継続 文化振興課 

 

  



45 

 

（５）経済的支援の充実 

≪現状と課題≫ 

家庭が望む理想の子どもの数と、実際の子どもの数には、差異がみられます。

主な要因として「子育てや教育にお金がかかりすぎる」ことが挙げられることか

ら、経済的支援策を充実し、子育ての負担感の軽減に努めることが必要です。 

 

≪基本施策≫ 

子どもを持ちたいという親の希望を十分かなえられるように、子育て家庭に対

する経済的支援の充実を図ります。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

保育料の無償化 

 3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定

こども園などを利用する子供たち及び0歳

から2歳までの住民税非課税世帯の子供た

ちの利用料を無償化します。 

新規 こども育成課 

児童手当の支給 

 次代を担う子どもの健やかな成長を支

援するため、中学校終了までの子どもを養

育している方に手当を支給します。 

継続 こども支援課 

こども医療費助成事業 

児童の健全な育成と更なる福祉の増進

を図るため、18歳までの入院・外来に係る

医療費の保険診療分一部負担金を助成し

ます。 

継続 
こども支援課 

 

白河っ子すくすく赤ちゃん

クーポン券支給事業 

子育て世代の経済的負担の軽減を図る

ため、３万円分のクーポン券を０歳児と１

歳児に交付し、安心して子育てができる環

境を整備します。 

新規 こども支援課 

就学援助事業 

 経済的な理由により就学が困難と認め

られる児童生徒の保護者に対して、給食費

や学用品等の必要な経費の一部を援助し

ます。 

継続 学校教育課 

奨学資金貸与事業 

入学一時金貸与事業 

 経済的な理由により修学が困難と認め

られる生徒・学生に対する奨学資金の貸与

と、保護者に対する入学一時金の貸与によ

り経済的支援を行います。 

継続 教育総務課 
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（６）ひとり親家庭への支援 

≪現状と課題≫ 

離婚の増加等によりひとり親家庭が増えています。特に、母子家庭においては、

フルタイム就労が難しいことなどにより、経済的不安が大きくなっています。こ

れを踏まえ、就業支援や医療費助成などの経済的支援策について、総合的な対策

を実施していくことが必要です。 

 

≪基本施策≫ 

ひとり親家庭の子どもの健全な育成を図るために、自立・就業の支援を主眼に、

子育てや生活支援、経済的支援等、総合的な対策を推進します。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

ひとり親家庭ジョブサポー

ト事業 

ひとり親家庭の親に対して、生活の安定

と自立のために寄り添う「就業支援専門

員」を配置し、就業支援体制を確保します。 

新規 こども支援課 

児童扶養手当の支給 

 児童を養育しているひとり親家庭等の

生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増

進を図るため手当を支給します。 

継続 こども支援課 

母子・父子・寡婦福祉資金

貸付金 

 ひとり親家庭の経済的自立と児童の福

祉の増進を図るため、目的に応じて、原則

無利子で資金を貸し付けます。 

継続 
こども支援課 

福島県 

ひとり親家庭医療費助成事

業 

 ひとり親家庭等の健康と福祉の増進を

図るため、医療費の一部を助成します。 
継続 こども支援課 

ひとり親家庭キャリアアッ

プ応援給付事業 

 ひとり親家庭の親が、看護師や介護福祉

士等の資格を取得するため、養成機関で修

業する場合に、修業期間中の生活費の負担

軽減を図るため、給付金を支給します。 

新規 こども支援課 

ひとり親家庭キャリアアッ

プ応援貸付事業 

資格取得のために養成機関で修業中の

ひとり親家庭の親に対し、生活費月５万円

（子どもの人数による加算有り）を貸し付

けるとともに、修業終了後、一定の条件を

満たした場合にはその返還を免除し、経済

的自立を支援します。 

新規 こども支援課 
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項目 内 容 区分 担当課等 

ひとり親家庭等自立支援教

育訓練給付金事業 

 ひとり親家庭の親が経済的自立を図る

ために、対象講座を受講し、修了した場合

に受講費用の一部を助成します。 

継続 こども支援課 

ひとり親家庭高等学校卒業

程度認定試験合格支援事業 

ひとり親家庭の親又は子どもが、就職・

転職によって、自立や生活の安定を図るた

め、高等学校卒業程度認定試験合格を目指

す講座を受講する場合に、その受講費用の

一部を助成します。 

継続 こども支援課 
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２ 子どもを生み育てることに喜びを実感できるまち 

（１）多様な働き方の実現や働き方の見直し 

≪現状と課題≫ 

社会構造の変化により雇用条件や雇用環境が多様化しているなか、雇用の形態

に関わらず安心して子どもを産み育てることができる環境づくりが求められてい

ます。そのため、仕事と生活の両立の推進について、市民や企業への意識啓発・

周知等が求められています。 

 

≪基本施策≫ 

「仕事の質」と「生活の質」の両方を高めながら働き続けられる就労環境の整

備を促進します。また、多様な働き方の実現や男性を含めた働き方の見直しを促

進するため、労働者、事業主、地域住民等の意識の醸成を図るための広報・啓発、

研修、情報提供等について、国、県、関係団体等と連携を図りながら推進します。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

性別役割分担意識の見直し 

性別役割分担意識等を解消するための

各種研修会への参加を促進し、仕事と家庭

生活を両立できる環境づくりを進め、性差

のない職場づくりやワーク・ライフ・バラ

ンスの推進に努めます。 

継続 

生涯学習スポ

ーツ課 

商工課 

一般事業主行動計画策定の

推進 

 次世代育成支援対策推進法では、事業主

に対して、一般事業主行動計画の策定に努

めることとしています。これを踏まえ、市

内企業における一般事業主行動計画の策

定を推進するため、関係機関を通じて次世

代育成支援対策推進法の周知・啓発を行い

ます。 

継続 
こども支援課 

関係各課 

国、県及び関係団体（農業

団体、商工団体等）との連

携 

多様な働き方の実現や男性を含めた働

き方の見直しを促進するため、労働者、事

業主、地域住民等の意識の醸成を図るため

の広報・啓発、研修、情報提供等について、

国、県、関係団体等と連携を図りながら推

進します。 

継続 関係各課 
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（２）仕事と子育ての両立の推進 

≪現状と課題≫ 

保育サービス等の充実を図るとともに、仕事と子育ての両立支援のための体制

の整備、関係法制度等の広報・啓発、情報提供等について、国、県、関係団体等

と連携を図りながら積極的に推進することが必要です。 

 

≪基本施策≫ 

男女がともに仕事と子育ての両立ができるよう、多様な保育サービスの実施・

充実を図るとともに、働き続けられる環境整備の推進に努めます。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

仕事と子育ての両立のため

の啓発・広報の推進 

 男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・

介護休業法等に関して、機関誌等を通じて

企業・事業主等への啓発に努めるととも

に、市民に対する広報を行います。 

継続 

生涯学習スポ

ーツ課 

商工課 

家庭生活での男女の相互協

力の促進 

出前講座のカリキュラムの充実を図り、

家庭生活での男女共同参画について、啓発

と理解を深める機会の提供を図ります。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 

国、県及び関係団体等との

連携 

今後も国、県及び地域における関係団体

等と連携を図りながら、仕事と子育ての両

立支援のための体制の整備、関係法制度等

の広報・啓発、情報提供等について推進し

ます。 

継続 関係各課 
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（３）次世代の親の育成 

≪現状と課題≫ 

 子どもを生み育てたいと思う男女が、その希望を実現できるように、幼少期か

ら、子どもや家庭の大切さを啓蒙していくことが必要です。 

 

≪基本施策≫ 

男女が協力して家庭を築くこと、子育ての楽しさや子どもを生み育てることの

意義に関する教育・広報・啓発について、各分野で連携して取り組みます。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

家庭における男女平等教育

の推進 

 家庭における男女平等教育の充実を図

り、男女共同参画についての啓発と理解を

深める機会の提供を図ります。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 

学校における男女平等教育

の推進 

 学校の教育活動全体を通じて実施し、自

他の尊重や自尊心を高めることを目標に、

今後も指導に力を入れます。 

継続 学校教育課 

地域における男女平等教育

の推進 

 出前講座等を通して、広く市民に地域に

おける男女平等（男女共同参画）について

周知を図ります。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 
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（４）雇用の安定の推進 

≪現状と課題≫ 

若者世代が安心して出産・子育てするためには、経済面の不安を軽減するため

の雇用の確保が重要です。 

このため、年齢や性別による差別をされることなく、能力を発揮しながら充実

した職業生活を送ることが出来る環境を整備することが求められています。 

 

≪基本施策≫ 

関係機関との連携により、就業機会の拡充や職能訓練を補助して、自立支援を

促進すると共に、労働者や事業主、地域住民に向けた差異のない環境の整備、多

様な働き方の実現を推進していきます。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

性別役割分担意識の見直し

【再掲】 

性別役割分担意識等を解消するための

各種研修会への参加を促進し、仕事と家庭

生活を両立できる環境づくりを進め、性差

のない職場づくりやワーク・ライフ・バラ

ンスの推進に努めます。 

継続 

生涯学習スポ

ーツ課 

商工課 

国、県及び関係団体（農業

団体、商工団体等）との連

携【再掲】 

多様な働き方の実現や男性を含めた働

き方の見直しを促進するため、労働者、事

業主、地域住民等の意識の醸成を図るため

の広報・啓発、研修、情報提供等について、

国、県、関係団体等と連携を図りながら推

進します。 

継続 関係各課 
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（５）子育て中の保護者・子ども同士の交流の促進 

≪現状と課題≫ 

生活様式の変化や核家族化の進展により、地域とのつながりが希薄化している

ことから、子育てを行う保護者や子ども同士が交流する機会が減ってきています。

このことから育児の孤立化を危惧する声も高まってきています。 

 

≪基本施策≫ 

親同士の情報交換や仲間づくりを支援する各種教室を開催するとともに、相談

できる場所の提供をします。また親同士が交流する場を運営する団体等に支援を

していきます。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

育児支援事業 

育児に関する情報提供や教室を開催し、

母親同士の仲間づくり、栄養や育児の相談

などを行い、母親が孤立して育児不安に陥

らないよう子育てを支援します。 

継続 こども支援課 

子育てサロン推進事業 

子育てを楽しめる環境づくりを促進す

るため、未就学児及びその保護者が気軽に

集い交流し、仲間づくりを行う場を運営す

る団体に対し、その費用の一部を助成しま

す。 

継続 こども支援課 
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３ 安全で快適に子育てができるまち 

（１）良好かつ良質な住宅及び居住環境の確保 

≪現状と課題≫ 

子育てを担う若い世代を中心に、広くゆとりある住宅を確保することができる

よう、良質なファミリー向け住宅の供給を支援するなどの取組を進めることが必

要です。 

公園や道路の整備など子どもが安心してのびのびと生活できる環境づくりが求

められています。 

 

≪基本施策≫ 

良好な市街地の整備を推進するとともに、適正な宅地開発の誘導を図り、良好

な宅地の供給に努めます。 

また、既設市営住宅の改善や維持保全を推進し、居住水準の高い、機能の充実

した市営住宅のストックに努めるとともに、安全で安心して遊ぶことのできるよ

う、史跡を生かした公園をはじめ、住区基幹公園の整備を推進します。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

市街地の整備 

 既存の都市基盤を有効に活用しながら、

生活者の視点に立った安心で暮らしやす

い市街地の整備を推進します。 

継続 
都市計画課 

建築住宅課 

宅地開発の誘導 

 自然環境との調和や景観等に配慮した

秩序ある市街地を形成するため、適正な宅

地開発の誘導を図ります。 

継続 
都市計画課 

建築住宅課 

公営住宅の整備 

 安全確保や居住性の向上を図る整備を

行い、長寿命化を図ることで、居住水準の

高い、機能の充実した市営住宅のストック

に努めます。 

継続 建築住宅課 

人にやさしいまちづくりの

推進 

 すべての市民が安全かつ快適に暮らす

ことができるよう各種施設や交通機関の

整備を民間事業者などの協力により計画

的に推進します。 

継続 関係各課 
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項目 内 容 区分 担当課等 

居住環境の整備 

 既存市街地内の狭い道路や歩道の整備

に努めるほか、住民の合意に基づく建築協

定や緑地協定の有効活用を図り、安全で安

心して暮らせる質の高い居住環境の創出

に努めます。 

継続 

都市計画課 

道路河川課 

建築住宅課 

公園の整備充実 

子どもたちの日常的な遊び場となる魅

力ある公園や城山公園及び南湖公園など

の史跡を活かした公園の整備充実に努め

るとともに、日常的に安心して利用できる

よう適切な維持管理を行います。 

継続 
都市計画課 

文化財課 

 

公園緑地の保全 

 

 市民が日常的に集う公園や緑地などを

良好な状態で市民に提供するには、ボラン

ティア等市民の協力も必要なことから、新

たなボランィア等支援組織の発掘及び育

成とともに、併せて環境の充実に努めま

す。 

継続 都市計画課 

 

歴史と自然を活かした魅力

ある景観形成 

 

 条例や景観計画、景観形成ガイドライン

に基づき適切な景観規制誘導を図ります。

また、歴史的風致形成建造物の保存修景

や、景観に配慮した建築物等の整備につい

て、補助制度の有効な活用を促し、良好な

景観形成を図ります。 

継続 

都市計画課 

まちづくり推

進課 
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（２）安全・安心に暮らせる人にやさしいまちづくりの整備・推進 

≪現状と課題≫ 

子育て家庭が安全・安心に外出することができるよう、公共施設のバリアフリ

ー化や道路交通環境の整備を進めることが必要です。 

また、今後、核家族化の進行に伴い、高齢者世帯や留守家庭が増加するなど、

街全体の安全防犯体制の確保が不十分になる恐れがあることから、地域の防犯組

織の育成と防犯意識の高揚を図る必要があります。さらには、市民一人ひとりの

防犯に対する意識の高揚に努め、安全に安心して生活することのできるまちづく

りを進めます。 

 

≪基本施策≫ 

公共施設のバリアフリー化や道路交通環境の整備に努めます。 

また、地域防犯組織の育成を図るとともに、市民一人ひとりの防犯に対する意

識の高揚に努め、安全に安心して生活できるまちづくりを進めます。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

公共施設等のバリアフリー

化の推進 

 公共施設建設・改修などにおいて、今後

も引き続きバリアフリー化を図ります。 
継続 建築住宅課 

生活道路の整備 

 老朽化の激しい路線や舗装等の必要な

道路については、全体的な生活関連道路網

への影響を考慮しながら整備を図ります。 

継続 道路河川課 

歩行者用道路の整備 
 歩行系ネットワークの確立と歩行者の

安全確保のため整備を継続します。 
継続 

都市計画課 

道路河川課 

交通安全施設の整備 

 交通事故が発生しやすい場所について

は、道路改良工事等により整備を図ってい

きます。信号機やカーブミラーなどの設置

については、今後とも関係機関と協議を進

め実施します。 

継続 
道路河川課 

生活防災課 

総合交通規制の充実 
 地域の実態に即した交通規制について、

関係機関と協議を進め実施します。 
継続 生活防災課 
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項目 内 容 区分 担当課等 

 

地域防犯組織の充実 

 

 地域の防犯組織の育成・強化を図るとと

もに、活動を支援します。 
継続 生活防災課 

 

防犯意識の啓発 

 

 市民一人ひとりの防犯意識の高揚を図

るため、広報誌等による普及・啓発に努め

ます。 

継続 生活防災課 

街路灯の設置 

 犯罪を未然に防止し、安全な環境を創出

するため、街路灯の計画的な設置や適正な

管理に努めます。 

継続 道路河川課 

交通安全意識の啓発 

市内小学生による交通安全鼓笛パレー

ドや交通安全ポスター・標語コンクールを

実施し、交通安全に対する意識の高揚を図

ります。 

継続 生活防災課 
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（３）子どもを交通事故から守るための活動の推進 

≪現状と課題≫ 

子どもを交通事故から守るため、警察、保育園、幼稚園、学校、関係民間団体

等との連携・協力体制の強化を図り、総合的な交通事故防止対策を推進すること

が必要です。 

 

≪基本施策≫ 

子どもを交通事故から守るため、関係機関と連携して学校や地域における交通

安全教室の開催や指導体制の充実、交通安全意識の啓発に努めます。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

交通安全の推進 

 交通安全は、一人ひとりがその大切さに

「気付く」ことが重要です。その「気付き」

のきっかけ作りとして、各交通安全運動を

中心に、啓発活動を継続して実施します。 

継続 生活防災課 

今後も交通安全に関するルールの周知

や交通安全教室を全小中学校及び幼稚園

等で開催することにより、親子で交通安全

を考える機会をつくります。 

継続 
学校教育課 

こども育成課 

教員の指導力の向上等 

地域の実情に即した交通安全教育を推

進するため、交通安全教育にあたる教員の

指導力の向上及び地域における指導者の

育成に努めます。 

 また、見守り隊、交通安全指導員ととも

に交通安全に関する指導の機会に参加を

します。 

継続 学校教育課 

チャイルドシートの正しい

使用の徹底 

 チャイルドシートの正しい使用の徹底

を図るため、チャイルドシートの使用効果

及び使用方法について普及啓発活動を幼

稚園等にて展開します。 

継続 
生活防災課 

こども育成課 

通学路の合同点検事業 

 通学路の安全確保に向けた取組を行う

ために、「白河市通学路交通安全プログラ

ム」により、関係機関が連携し合同で点検

する機会を設け、問題点の解決に努めま

す。 

継続 

学校教育課 

道路河川課 

生活防災課 
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（４）子どもを犯罪等の被害から守るための仕組みづくりと地域連携の推進 

≪現状と課題≫ 

子どもを犯罪等の被害から守るため、家庭・学校・地域が協力して各種施策の

推進を図ることが必要です。 

 

≪基本施策≫ 

子どもを犯罪等の被害から守るため、住民の自主防犯活動の促進を図るととも

に、関係機関との連携を図ります。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

自主防犯活動の促進 

 住民の自主防犯活動を促進するため、少

年補導員等と犯罪等に関する情報の共有

に努めます。 

継続 

生涯学習スポ

ーツ課 

学校教育課 

生活防災課 

関係機関・団体との情報交

換 

 子どもを犯罪等の被害から守るため、関

係機関・団体と不審者情報等の速やかな情

報共有に努めます。 

継続 

学校教育課 

生涯学習スポ

ーツ課 

生活防災課 

パトロール活動の推進 

 ＰＴＡ等の学校関係者や防犯ボランテ

ィア等の地域団体、関係機関と連携し、学

校付近や通学路等においてパトロール活

動を実施します。 

継続 

生涯学習スポ

ーツ課 

学校教育課 

生活防災課 

防犯講習の実施 
 子どもが犯罪等に遭わないようにする

ための防犯教室を継続して実施します。 
継続 

生活防災課 

生涯学習スポ

ーツ課 

学校教育課 

「ひなんの家」等防犯ボラ

ンティア活動の支援 

 子どもが危険を感じた時や困ったこと

が起きた時の緊急避難場所である「ひなん

の家」へのさらなる協力を依頼するととも

に、視認性を高めるために古いステッカー

の更新に努めます。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 
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（５）子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

≪現状と課題≫ 

性や暴力等に関する過激な情報を内容とする雑誌等が販売されていることに加

え、インターネットをはじめとしたメディア上の有害情報については、子どもに

対する悪影響が懸念されています。このため、関係機関、学校、家庭、地域が連

携して有害環境対策を進めていくことが必要です。 

 

≪基本施策≫ 

子どもを取り巻く有害環境対策の推進を図るため、関係機関、学校、家庭、地

域の連携を深め、子どもを健全に育成できる環境づくりに努めます。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

子どもや保護者に対する教

育・啓発の推進 

 保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校

それぞれのＰＴＡが、メディアコントロー

ルの推進に重点的に取り組んでおり、今後

さらにメディアコントロール活動の普及・

拡大に向けて取組の強化に努めます。 

継続 

生涯学習スポ

ーツ課 

学校教育課 

こども育成課 

社会を明るくする運動街頭

啓発活動 

 犯罪や非行の防止と罪を犯した人たち

の更正について理解を深めるため、街頭啓

発等の活動を行い、犯罪や非行を防止し、

立ち直りを支える地域社会の実現を目指

します。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 

環境浄化活動の促進 

 青少年の健全育成に好ましい環境の実

現に向けて、有害環境の排除・浄化に努め

ます。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 
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４ 子どもが心身ともに健やかで明るく育つまち 

（１）子どもや母親の健康の確保 

≪現状と課題≫ 

妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保されるよう、

乳幼児健診、こんにちは赤ちゃん訪問などの健康診査、訪問指導、保健指導等の

充実が必要です。 

また、安全な妊娠・出産に向け、妊婦はもとより家族全員で好ましい生活習慣

に気を配ることが必要です。 

 

≪基本施策≫ 

本市の健康づくりの指針である「第２次いきいき健康しらかわ21」の趣旨を踏

まえ、子どもが心身ともに健やかに成長でき、保護者が安心して子育てができる

体制の整備を図ります。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

母子健康手帳の交付 

 妊娠、出産、子どもの成長記録としてす

べての親子が活用できるよう、母子健康手

帳を交付します。交付に際しては、母子健

康手帳や妊産婦健康診査受診票の使い方

の説明、市保健事業の紹介、妊娠中の生活

についての指導等を行います。 

継続 こども支援課 

父子健康手帳の交付 

 父親の育児参加を促すため、育児に関す

る基本や子どものこころと体の発達等が

記載されている父子健康手帳を、母子健康

手帳とあわせて交付します。 

継続 こども支援課 

妊産婦健康診査 

 妊娠、出産後の母体の健康状態を診査す

るため、妊娠中15回、産後１回分の受診票

を母子健康手帳交付時に配付します。ま

た、里帰り出産など県外で妊産婦健康診査

を受ける方に対し、費用を助成します。 

継続 こども支援課 

新生児聴覚検査 

 聴覚障害の早期発見、早期療育を図るた

め、検査にかかる費用について公費負担を

行い、受診者の経済的負担の軽減を図りま

す。 

継続 こども支援課 
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項目 内 容 区分 担当課等 

産後ケア事業 

出産後の、心身ともに不安定になりやす

い時期に、産婦と乳児の健康管理及び保健

指導を行う産後ケアサービス（宿泊ケア･

日帰りケア）を提供することにより、自信

を持って育児が行えるように支援します。 

継続 こども支援課 

乳幼児全戸訪問（こんにち

は赤ちゃん訪問）事業 

 生後４か月までの乳児のいる全ての家

庭を訪問し、不安や悩みを聞き、子育て支

援に関する情報提供を行うとともに、親子

の心身の状況や養育環境等の把握や助言

を行います。 

継続 こども支援課 

養育支援訪問事業 

 こんにちは赤ちゃん訪問事業実施後、引

き続き養育支援が必要な家庭を訪問し、相

談、助言、指導を行います。 

継続 こども支援課 

乳幼児健康診査 

 乳幼児の健康の保持増進及び病気の早

期発見、治療のために、４か月児、１歳児、

１歳６か月児、３歳児を対象にした健康診

査及び２歳児歯科健康診査を行います。ま

た、事後対策としては、要継続支援児を把

握し、適切なフォローを行うとともに、未

受診児に対しては、電話・文書・訪問によ

り受診を勧めます。 

継続 こども支援課 

乳幼児家庭訪問 

育児不安がある親や各種健診、相談後に

継続支援が必要な乳幼児に対し、定期的に

訪問指導を行います。また、乳幼児健診の

未受診児に対し親等へ健診の必要性につ

いて理解を促し、受診を勧めます。 

継続 こども支援課 

予防接種事業 

 感染の恐れがある疾病の発生及びまん

延予防などを目的に、乳幼児や児童生徒を

対象に予防接種を実施します。 

定期予防接種に加え、任意接種への費用

を助成します。 

 また、先天性風しん症候群の発生の予防

のため、妊娠を希望する女性やその配偶者

を対象に風しん抗体検査及び予防接種の

費用を助成します。 

継続 健康増進課 
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項目 内 容 区分 担当課等 

口腔の健康管理 

 フッ化物歯面塗布、フッ化物洗口事業や

歯科衛生士の活用を図り、口腔の健康管理

に理解を深め実践につなげます。 

継続 

こども支援課 

こども育成課 

学校教育課 

育児支援事業【再掲】 

育児に関する情報提供や教室を開催し、

母親同士の仲間づくり、栄養や育児の相談

などを行い、母親が孤立して育児不安に陥

らないよう子育てを支援します。 

継続 こども支援課 

母と子の健康づくり行事予

定表の作成 

 住民へ分かりやすく母子保健事業関係

の情報提供を行うため、母子保健事業の年

間計画などを掲載した母と子の健康づく

り行事予定表を作成し、配布します。 

継続 こども支援課 

子育てサロン推進事業【再

掲】 

子育てを楽しめる環境づくりを促進す

るため、未就学児及びその保護者が気軽に

集い交流し、仲間づくりを行う場を運営す

る団体に対し、その費用の一部を助成しま

す。 

継続 こども支援課 

子育てスキルアップ事業 

子育てに大切な基本的な生活リズムや

愛着形成の促進、メディアコントロールに

ついての意識の醸成を図るため、母子手帳

交付時や妊婦・乳幼児健診時での助言や集

団指導、子育て教室や幼稚園・保育園等で

の保護者向け講演会を実施します。 

新規 こども支援課 
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（２）「食育」の推進 

≪現状と課題≫ 

朝食欠食等の食生活の乱れによる心と身体の健康問題が子どもたちに生じてい

ます。このため、乳幼児期からの正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着、

食を通じた豊かな人間性の形成及び家族関係づくりによる心身の健全育成を図る

ため、保健分野や教育分野をはじめ、さまざまな分野が連携し、乳幼児期から思

春期まで発達段階に応じた食に関する学習機会や情報提供を進めることが必要で

す。 

 

≪基本施策≫ 

食を通じた心身ともに健康な子どもの育成や家族との良好な関係づくりを促進

するための各種事業に取り組みます。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

乳幼児の栄養指導 

 乳幼児健康診査や育児支援事業におい

て、離乳食・栄養指導の充実を図り、幼児

食へのスムーズな移行と月齢に応じた食

生活を支援します。 

 また、生活リズムや「早寝・早起き・朝

ごはん」の大切さを周知します。 

継続 こども支援課 

保育園給食の充実 

入園児童の健全な発育と食の習慣、知識

を学ぶ食育の教育的な役割を持つ保育園

給食の充実を図ります。入園児童が楽しく

食事をとれるよう献立を工夫します。 

継続 こども育成課 

学校給食の充実 

 適切な栄養の摂取による健康の保持増

進を図り、生涯を通じて健康な生活を送る

ために、食事についての正しい理解と望ま

しい食習慣の形成を図るように支援しま

す。 

継続 
健康給食推進

室 

食育指導 

 幼稚園、保育園を訪問し、正しい栄養の

摂り方、望ましい生活習慣等が身につくよ

う支援します。 

継続 
こども支援課 

こども育成課 
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（３）思春期保健対策の充実 

≪現状と課題≫ 

思春期は、身体的・心理的・社会的に成長が著しく、子どもから大人への移行

期でもあり、自己を確立しながら自立していく時期です。その過程では、悩みや

不安などにより精神的にも不安定になりやすく、不登校などの問題行動に結びつ

くこともあることから、適切な対応が必要となります。 

また、この時期は、性についての関心が高まります。思春期における心身の健

康はもとより、次世代にも影響を及ぼす問題となるため、正しい知識を身につけ、

責任ある行動をとれるよう育成することが重要となります。 

 

≪基本施策≫ 

思春期の子どもに対して、心身の健康、性についての正しい知識の普及を図る

とともに、一人で悩まず、専門機関に相談するなど、ストレスを上手にコントロ

ールできるよう支援します。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

心の健康に関する情報提

供・知識の普及 

 各学校において心の健康づくりを一層

推進していくために情報の提供を行いま

す。 

 また、助産師の活用を図り命の大切さや

思春期の体の変化等についての正しい知

識の普及を図ります。 

継続 
学校教育課 

こども支援課 

スクールカウンセラー配置

事業【再掲】 

 小中学校全23校にスクールカウンセラ

ーを配置して、児童生徒や保護者の悩み、

不安を受け止めて相談に当たります。 

継続 学校教育課 

ピアカウンセリングの実施 

 先進的に取り組んでいる学校の事例を

小中学校に広め、より多くの学校で実践で

きるようにします。生徒指導主事研修会で

の事例発表会など啓発の機会として活か

します。 
（※ピアカウンセリングとは、同じ背景を持つ人

同士が対等な立場で話し合うことです。ピアとは

ここでは仲間と言う意味。「障がいについては障

がい者こそが専門家」という考えのもとに平等か

つ対等に話し合います。） 

継続 学校教育課 

「性に関する指導」の充実 

 性についての指導を充実させ、優れた事

例については小中学校の研修の場で紹介

します。 

継続 学校教育課 
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項目 内 容 区分 担当課等 

たばこが健康に及ぼす影響

についての教育の推進 

 小学校において、たばこの健康への影響

を指導していくとともに、小中連携した喫

煙についての指導を養護教諭が中心とな

って計画的に実施します。優れた事例につ

いては小中学校の研修の場で紹介します。 

継続 学校教育課 

アルコールが健康に及ぼす

影響についての教育の推進 

 小学校において、アルコールの健康への

影響を指導するとともに、小中連携した飲

酒についての指導を実施します。優れた事

例については小中学校の研修の場で紹介

します。 

継続 学校教育課 

薬物乱用防止教育の推進 

 各学校において、県南保健福祉事務所と

連携し、啓発資材やビデオ及びパネル等を

活用して、乱用薬物の影響に関する正しい

知識の普及に努めます。 

継続 学校教育課 
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（４）地域における小児医療体制の充実 

≪現状と課題≫ 

周産期・小児医療体制の整備は、安心して子どもを生み、育てるために必要な

環境づくりの基盤となるものであることから、その充実を図ることが必要です。 

 

≪基本施策≫ 

関係機関との連携のもと、医師の確保など地域医療体制の整備を図ります。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

地域医療体制の整備 

 地域医療に関する啓発事業を実施する

とともに、多様化する医療ニーズに対応す

るため、医師会と連携を図り、医師の確保

に努め、安定的・持続的な地域医療体制の

整備を図ります。 

継続 健康増進課 

救急医療の充実 

 小児平日夜間救急医療事業や休日救急

医療当番医制事業等を継続し、救急医療体

制の充実を図ります。 

継続 健康増進課 

当番医等の情報提供 
 当番医の周知は、年間予定表や広報紙、

ホームページ等で行います。 
継続 健康増進課 
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（５）不妊に関する相談支援 

≪現状と課題≫ 

子どもを持つことを望んでも子どもができないため、不妊治療を受ける方が多

くなっていることから、不妊に関する医学的な相談や心の悩みの相談等ができる

機会の確保が必要です。 

 

≪基本施策≫ 

県、関係機関との連携を図りながら、不妊治療の正しい情報の提供や安心して

相談できる環境づくりを進めます。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

特定不妊治療費助成事業 

 特定不妊治療を行う夫婦の経済的負担

を軽減するために治療費の一部を助成し

ます。 

継続 こども支援課 
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（６）子どものすこやかな発育・発達支援の充実 

≪現状と課題≫ 

ニーズ調査において、子育てに関する悩みや気になることについて、子どもの

発育・発達に関することが多く挙げられています。 

子どものすこやかな成長のために、それらの支援を充実していくことが必要で

す。 

 

≪基本施策≫ 

子どものすこやかな発育・発達を支援する事業に取り組みます。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

 

発達支援事業 

 発達の遅れ等の可能性がある乳幼児を

対象に、発達支援教室の開催や、臨床心理

士・言語聴覚士による相談、医師による発

達相談会、保育園・幼稚園の巡回相談を実

施します。 

継続 こども支援課 

白河っ子応援事業【再掲】 

 保育園・幼稚園の４歳児を対象にすこや

か相談会やフォローアップ訪問を開催し

ます。 

継続 こども支援課 

口腔の健康管理【再掲】 

 フッ化物歯面塗布、フッ化物洗口事業や

歯科衛生士の活用を図り、口腔の健康管理

に理解を深め実践につなげます。 

継続 

こども支援課 

こども育成課 

学校教育課 
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（７）子どもの生きる力と思いやりを育む教育の充実 

 

≪現状と課題≫ 

本市では、これまで小・中学校における教育目標を「社会の変化に適切に対応

し、自ら考え主体的な判断に基づいた行動や表現ができる児童生徒の育成」とし

て義務教育を推進してきました。今後も、この目標を継承しつつ、さらには児童

生徒の「生きる力」を育み、たくましく豊かな人間の形成を目指していく必要が

あります。 

また、幼児期は、人間形成の基礎を培う重要な時期となることから、幼児の自

発性を重視し、しつけや心の教育にも配慮した幼稚園それぞれの特色ある教育課

程の編成や教育内容の充実と教職員の資質の向上を図るとともに、幼児教育の質

的変化に伴う施設の整備やより充実した教育を行うための環境を整備する必要が

あります。 

 

≪基本施策≫ 

次世代の担い手である子どもたちが個性豊かに生きる力を伸ばすために、学校

の教育環境等の整備に努めます。 

 

≪主な取組・事業≫ 

① 確かな学力の向上 

項目 内 容 区分 担当課等 

基礎学力向上推進事業 

 年３回、各小中学校の代表による学力向

上推進会議を開催し、各校の足並みをそろ

えた取組を推進しています。市全体だけで

なく、各学校の取組を個別に支援する体制

を充実させることを目指します。 

継続 学校教育課 

国際理解教育の拡充 

 現在はＡＬＴ（外国語指導助手）６名体

制で英語教育の充実を図っています。小学

校での英語活動への対応を工夫します。 

継続 学校教育課 

情報教育の充実 

 学習者用のコンピュータの計画的な更

新を実施するとともに、校務用コンピュー

タの整備を進め、情報教育の充実を図りま

す。 

また、情報モラル教育の充実のための研

修を積極的に進めます。 

継続 学校教育課 
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項目 内 容 区分 担当課等 

特別支援教育支援員配置事

業 

 特別な支援を必要とする児童生徒に対

する学校生活のサポートのための支援員

を配置するとともに、資質向上のための研

修会を定期的に実施します。 

継続 学校教育課 

土曜学習推進事業 

 希望する小学生を対象として、土曜日に

自主的な学習の場を提供する「土曜学習

会」を市内６会場で実施し、子どもたちの

学習意欲の向上を図ります。 

継続 学校教育課 

子どもの読書活動推進事業

の実施 

 策定済みの「第二次白河市子ども読書活

動推進計画」に基づいた図書館での調べ学

習等に対応できる資料の充実、児童サービ

スに関する専門性を持った図書館職員の

育成並びに配置を促進するほか、ブックス

タート事業による図書の配布、更には、学

校と連携を図りながら読書の推進に努め

ます。 

また、読書ボランティアの効率的な活用

を進めます。 

継続 

図書館 

こども育成課 

 

② 豊かな心の育成 

項目 内 容 区分 担当課等 

道徳教育の充実 

 学校においては、特別の教科である道徳

を要として、学校教育活動全体を通じて行

うとともに、家庭と連携した道徳教育を展

開します。 

継続 学校教育課 

学校図書館利活用推進事業

の推進 

 市立図書館と連携して学校司書を全小

中学校へ配置し、学校図書館の有効活用を

図り、本に親しむ子どもたちを増やしま

す。 

継続 学校教育課 

多様な体験活動の推進 

 小学校では地域を知る活動を、中学校で

は職業体験等を行い、地域との関わりを持

つ機会とします。 

継続 学校教育課 

白河市歴史・文化再発見 

事業 

 小学１年生から中学３年生に、系統的、

体験的に、自分が生まれ育った白河の歴

史、文化を知る機会を増やし、ふるさとに

誇りを持てるようにします。 

継続 学校教育課 

図書館活動の推進 

 「おはなし会」等の子どもと本を結ぶ図

書館行事や本の相談業務を行い、発達段階

に応じた楽しく豊かな本との出会いを推

進します。 

継続 図書館 
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項目 内 容 区分 担当課等 

白河市歴史民俗資料の活用 

 特別企画展等を開催した際には、図録等

を作成します。また、企画展のみならず、

収蔵資料の目録や報告書の刊行など、広く

市民への情報公開に努めます。 

継続 文化財課 

生徒指導体制の充実 
 生徒指導主事を中心に迅速な対応がで

きるように体制づくりを進めます。 
継続 学校教育課 

いじめの早期発見・早期対

応 

 教師と児童生徒、児童生徒同士の良好な

人間関係づくりに取り組み、いじめが発生

しないように努めます。 

継続 学校教育課 

不登校児童生徒への早期対

応 

 学級満足度尺度と学校生活意欲尺度を

測定できるＱ－Ｕテストの活用を図り、学

級の実態把握と対策に努めます。 

継続 学校教育課 

問題行動及び非行の防止 

 子ども一人ひとりに対する日常生活に

おける観察の充実、変容の把握に努めま

す。 

継続 学校教育課 

家庭・地域・関係機関との

連携 

 見守り隊との交流や親子行事の開催に

加え、日常的にあいさつや共同生活活動を

充実させます。 

継続 学校教育課 

スクールカウンセラー配置

事業【再掲】 

 小中学校全23校にスクールカウンセラ

ーを配置して、児童生徒や保護者の悩み、

不安を受け止めて相談に当たります。 

継続 学校教育課 
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③ 健やかな体の育成 

項目 内 容 区分 担当課等 

子どもの体力・運動能力向

上事業の推進 

 保育園、幼稚園、小・中学校において、

コオーディネーショントレーニングを導

入し、バランスよく体力・運動能力を高め

るようにします。 

継続 
学校教育課 

こども育成課 

運動部活動の支援 

 地域人材との協力関係をつくることに

加え、安心して活動に取り組めるように体

罰等の絶無を指導徹底します。 

継続 学校教育課 

食育事業の推進 

 「早寝・早起き・朝ごはんの推進」を中

心に、家庭に対し啓発するとともに協力を

求めていきます。 

また、平成29年度に策定した第2次白河

市食育推進計画に基づき、関係各課と連携

し幼少期から自ら学ぶ機会の提供や若い

世代への食育を推進します。 

継続 

健康給食推進

室 

こども支援課 

こども育成課 

健康増進課 

口腔の健康管理【再掲】 

 フッ化物歯面塗布、フッ化物洗口事業や

歯科衛生士の活用を図り、口腔の健康管理

に理解を深め実践につなげます。 

継続 

こども支援課 

こども育成課 

学校教育課 
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④ 信頼される学校づくり 

項目 内 容 区分 担当課等 

学校経営の充実 

 保護者や地域の方々がより授業や行事

に参加できるよう工夫し、開かれた学校づ

くりに努めます。 

継続 学校教育課 

学校施設の有効活用 
 地域の要請に応じ、積極的に有効活用を

図ります。 
継続 学校教育課 

学校運営協議会の活用 

 学校運営協議会の運営をより充実させ

るとともに、地域住民等に学校活動を知っ

てもらう機会を増やすことで、学校評価が

経営ビジョンに反映されるようにします。 

継続 学校教育課 

学校施設の整備 

 安全で豊かな学校環境を提供するため

に、老朽校舎の改修など、学校施設の整備

を適切に行います。 

継続 教育総務課 

教職員の資質の向上 
 積極的に研修に取り組み、その成果を教

員同士が共有できるようにします。 
継続 学校教育課 

安全管理の推進 

 毎月の安全の日に安全点検を実施する

とともに、日常の安全管理を徹底し児童生

徒の事故防止に努めます。 

継続 学校教育課 
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⑤ 幼児教育の充実 

項目 内 容 区分 担当課等 

３年保育の実施・充実 

 公立幼稚園８園、私立幼稚園５園すべて

において３年保育を実施しており、今後も

幼児期の発達段階に応じた教育内容・方法

などの充実に努めます。 

継続 こども育成課 

教職員の資質の向上 

 西白幼稚園教育研究協議会の研究テー

マに基づき、定期的に現職教育を行い、園

外研修についても積極的に参加します。 

継続 こども育成課 

教育環境の充実 

 園児が自発的、主体的な態度を養うこと

ができるように、興味を持って取り組める

教材、遊具等の整備を図ります。 

継続 こども育成課 

施設の整備 

 幼児教育の質的変化や新たな施策に対

応するため、長期的な幼児数の変動を把握

し、適正な施設の整備に努めます。 

継続 こども育成課 

施設の維持管理 

 幼児教育にふさわしい環境づくりを目

指し、施設の維持管理に努めるとともに、

設備の充実を図ります。 

継続 こども育成課 

保育園、幼稚園と小学校の

連携 

 教職員の交流に加え、「指導要録」や「保

育要録」の記載事項での児童理解を深め連

携を図ります。 

継続 
学校教育課 

こども育成課 

私立幼稚園への振興助成 

 私立幼稚園の幼児教育の振興を図るた

め、市内の各幼稚園に対し助成金の支給を

行います。 

継続 こども育成課 

障がい児教育の充実 

 市内の幼稚園において心身の発達に不

安のある子どもの教育相談や教育の充実

に努めます。 

継続 
学校教育課 

こども育成課 
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（８）家庭や地域の教育力の向上 

≪現状と課題≫ 

育児不安や児童虐待の背景として、近年の都市化、核家族化、少子化、地域に

おける地縁的なつながりの希薄化等に伴う家庭の教育力の低下が指摘されていま

す。このため、公民館等の社会教育施設をはじめ、乳幼児健診や就学時健診等の

多くの親が集まる機会を活用し、子どもの発達段階に応じた家庭教育に関する学

習機会や情報の提供を行うことが必要です。 

また、子育て中の親が家庭教育に関して気軽に相談できる体制の整備や子育て

サークル活動への支援など、地域において子育てを支援するネットワークの形成

を図ることが必要です。 

さらに、子どもが、自分で課題を見つけ、自ら学び、主体的に判断し、行動し、

よりよく問題を解決する力や他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性、

たくましく生きるための健康や体力を備えた「生きる力」を、学校、家庭及び地

域が相互に連携しつつ、社会全体で育んでいくことが必要です。 

 

≪基本施策≫ 

子どもを地域全体で育てる観点から、学校、家庭及び地域との連携の下に家庭

や地域における教育力を総合的に高めて行きます。 

 

≪主な取組・事業≫ 

① 家庭教育への支援の充実 

項目 内 容 区分 担当課等 

子育て学習講座事業の推進 

 「白河市幼・小・中・高ＰＴＡの集い」

と連携しながら、保護者等に対して家庭教

育に関する学習機会を提供し、家庭の教育

力の向上を目指すとともに、父親の家庭教

育参加の機会とします。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 

家庭教育学級の開催 

 人間性豊かな子どもを育てる基盤とな

る家庭教育の充実に向けて、家庭教育学級

を継続して実施します。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 

ブックスタート事業 

 １歳児健康診査時に、絵本の読み聞かせ

と絵本のプレゼントを実施し、母親等が絵

本を通して子どもとの関わりを学ぶ機会

を提供します。 

継続 図書館 
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② 地域の教育力の向上 

項目 内 容 区分 担当課等 

コミュニティ活動への支援 
 コミュニティ活動を支援するために、出

前講座の活用を促進します。 
継続 

生涯学習スポ

ーツ課 

子育て支援・地域活動事業

【再掲】 

 市内の保育園12園で毎月１、２回、保育

園を開放し、未就園親子を中心に触れあい

遊びや育児相談を行います。 

継続 こども育成課 

学校施設の開放 
 スポーツの振興と地域行事への活用の

ため、学校施設開放事業を実施します。 
継続 教育総務課 

スポーツ教室の開催 

 各種スポーツ教室に加え、幼児・児童を

対象としたスポーツ教室を企画し、幼児期

から身体を動かしスポーツを楽しむ機会

を提供するとともに、スポーツを通して親

子の触れあいが図られる等の内容を充実

させ、心身ともに健全な青少年の育成への

一助とします。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 

スポーツ少年団活動への支

援 

スポーツ少年団は、スポーツ活動を中心

に奉仕活動や文化活動を通して、心身の健

全な育成が図られることから、スポーツ少

年団本部加盟団体に対し、必要な支援を行

います。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 

子ども会育成支援事業 
 「福島県子ども会安全会」の保険加入手

続きを行います。 
継続 

生涯学習スポ

ーツ課 

「白河市幼・小・中・高Ｐ

ＴＡの集い」の開催 

 教育力の向上と地域コミュニティづく

りを目的として、市内の保育園、幼稚園、

小・中学校、高等学校のＰＴＡ関係者が一

堂に会し、様々な教育上の問題についての

情報交換や研修会を実施します。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 

青少年育成関係団体への支

援 

 ボーイスカウト福島連盟白河第１団の

活動に対して支援を行います。 
継続 

生涯学習スポ

ーツ課 
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項目 内 容 区分 担当課等 

白河市体育協会活動の支援 

 各種スポーツ教室や市民総合体育大会

の企画運営を行っており、幼児から高齢者

までスポーツに親しむ機会を提供すると

ともに、家族ぐるみで参加できるスポーツ

のイベントを開催しています。さらなる活

動充実のため、支援を行います。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 

総合型地域スポーツクラブ

の支援 

 クラブ運営は、地域住民の主体的な参加

を通じて行われるため、地域住民の連携・

協働を促し、公正で福祉豊かな地域社会を

構築する上で重要な意義を有します。この

ため、クラブの自主事業及び未設置の地域

がクラブを立ち上げる際に支援を行いま

す。 

継続 
生涯学習スポ

ーツ課 

白河文化交流館の活用 

次世代を担う子ども達に継続的に芸術

文化に触れる機会を提供し、感動を体験さ

せることは人材育成の面からも非常に効

果があることから、日常的に芸術文化に触

れ親しむ機会の拡充を図ります。 

また、市内の保育園、幼稚園、小中学校

等が授業又は大会、発表会等のために施設

を利用する場合には、文化活動支援のため

使用料を免除します。 

継続 文化振興課 
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５ 子どもたちの人権を尊重するまち 

（１）子どもの人権擁護 

≪現状と課題≫ 

子どもの人権が守られ、心身のすこやかな成長と安全が保障されるまちづくり

が大切です。 

 

≪基本施策≫ 

子どもの人権を尊重するとともに、子どもたちの意見や要望を生かすことので

きるまちづくりを推進します。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

子どもの人権等に関する 

普及啓発の促進 

 文部科学省「人権教育指導方法等の在り

方について」をもとに、各学校での実践に

つながるよう指導します。 

継続 学校教育課 

子どもの声を活かしたまち

づくりの推進 

 まちづくりに子どもの意見や要望を反

映するために、企画や意見の発表の場を提

供できるよう環境整備に努めます。 

継続 関係各課 
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（２）児童虐待防止対策の充実 

≪現状と課題≫ 

虐待を防止し、すべての子どもたちの健全な心身の成長と社会的自立を促して

いくためには、児童虐待の背景が多岐にわたることを踏まえ、発生予防から早期

発見・早期対応、保護・支援・アフターケアに至るまでの切れ目のない総合的な

支援を行うことが重要です。このため、福祉関係者のみならず、医療、保健、教

育、警察、地域住民等の地域における関係機関の協力体制の構築が必要です。 

また、母親の育児不安や虐待・いじめ等の問題に早期に対応するための相談体

制の整備など、総合的な親と子の心の健康づくり対策を推進することも必要です。 

 

≪基本施策≫ 

すべての子どもたちの健全な心身の成長、そして社会的自立を促していくため、

児童虐待防止対策の充実を図ります。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

要保護児童対策地域協議会

の推進 

 児童福祉法による法定協議会である「白

河市要保護児童対策地域協議会」では、代

表者会議、実務者会議及びケース検討会議

を開催します。各構成機関の連携のもと、

児童の虐待防止と健全育成に努め、地域全

体で子育て支援を推進し、要保護児童への

対応等きめ細かな取組を進めます。 

継続 こども支援課 

虐待の発生予防 

 児童虐待の発生を予防するため、日常的

な育児相談機能の強化や養育者が精神的

にも肉体的にも最も支援を必要とする出

産後間もない時期を中心とした母子保健

事業の強化を図ります。 

継続 こども支援課 

虐待の早期発見・早期対応 

 虐待の早期発見・早期対応を進めるた

め、白河っ子応援センターにおける妊娠期

からの切れ目ない支援の充実や幼稚園、保

育園及び児童クラブ等との連携を図りま

す。 

継続 
こども支援課 

こども育成課 

虐待に関する相談支援体制

の充実 

 虐待に関する相談については、児童相談

所に加え、令和元年９月に開所した児童家

庭支援センターとも連携し、支援体制の充

実を図ります。 

継続 こども支援課 
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項目 内 容 区分 担当課等 

ホームスタート事業 

【再掲】 

 未就学児を持つ引きこもりがちな親を

対象に、地域の子育て経験者が定期的に家

庭を訪問し、地域社会との関わりを手助け

することで、孤立化や児童虐待の未然防止

につなげる活動を支援します。 

継続 こども支援課 
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（３）子どもの立直り支援 

≪現状と課題≫ 

犯罪、いじめ、児童虐待等、子どもが直接被害者となる事件・事故が増えてい

ます。被害を受けた子どもの立直りを支援するため、当事者に対するカウンセリ

ング、保護者に対する助言等を学校など関係機関が連携し、きめ細かな支援を実

施することが必要です。 

 

≪基本施策≫ 

被害を受けた子どもの早期発見と早期対応に努めるとともに、立直りを支援す

るため、関係機関と連携し相談体制の確立を図ります。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

相談体制の整備 

被害を受けた子どもの早期発見と早期

対応に努めるとともに、立直りを支援する

ため、関係機関と連携したきめ細かな相談

体制の整備に努めます。スクールカウンセ

ラーの派遣を今後も継続します。 

継続 
学校教育課 

こども支援課 
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（４）障がい児施策の充実 

≪現状と課題≫ 

障がいの原因となる疾病や事故の予防及び早期発見・治療の推進を図るため、

妊婦及び乳幼児に対する健康診査や学校における健康診断等を推進することが必

要です。 

また、障がい児の健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活ができるよ

う、保健、医療、福祉、教育等の各種施策の円滑な連携により、発達支援、障が

い福祉サービスの充実、就学支援を含めた特別支援者対策の体制づくりなど、成

長段階に適した支援策を推進することが必要です。 

 

≪基本施策≫ 

障がい児の「社会参加と平等」を進めていくため、ライフステージに即した障

がい児の療育体制の強化や障がい児及びその親を支援する体制の強化を図ります。 

 

≪主な取組・事業≫ 

項目 内 容 区分 担当課等 

療育体制の整備 

 障がい児に対する療育体制を整備する

ために、保健・医療・福祉・教育等の連携

の強化を図ります。 

継続 社会福祉課 

障がい児の在宅生活支援 

障がい児が地域で生活しやすいように、

家庭介護の状況により、ホームヘルプサー

ビスや介護者の一時的用事のため介護で

きない場合に短期入所を提供します。 

また、療育指導が必要な児童に対し、児

童通所支援施設において、児童発達支援な

どのサービスを提供すると共に、一人ひと

りの抱える課題を適切に解決するために

障がい児相談を支援します。 

継続 社会福祉課 

就学前の障がい児の発達支

援の無償化 

子育て世帯を応援するため、3歳から5歳

までの障がい児が利用する児童発達支援

等のサービスについて、利用者負担を無償

化します（令和元年10月1日～）。 

新規 社会福祉課 
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項目 内 容 区分 担当課等 

白河っ子応援事業【再掲】 

 保育園・幼稚園の４歳児を対象にすこや

か相談会やフォローアップ訪問を開催し

ます。 

継続 こども支援課 

特別児童扶養手当等の支給 

20歳未満で身体又は精神に障がいを有

する児童を家庭で監護、療育している父母

等を対象に特別児童扶養手当を支給しま

す。 

 また、その障がいが重度のため日常生活

において常時介護を必要とする状態にあ

る児童には障害児福祉手当が支給されま

す。 

継続 
こども支援課 

社会福祉課 

自立支援医療（育成医療）

の助成 

 18歳未満（18歳以上は更生医療）の身体

障がいのある児童で、障がいを除去、軽減

する手術等の治療によって確実に効果が

期待できる者に対して、生活の能力を得る

ための育成医療費を助成します。 

継続 社会福祉課 

補装具費の支給 

身体に障がいのある児童が、将来社会人

として自活するための育成を助長するた

めに、身体機能を補完・代替する補装具の

交付と修理を行います。 

継続 社会福祉課 

地域生活支援事業 

単独では外出困難な障がい児が、社会生

活上必要不可欠な余暇活動や社会参加等

のための外出を支援するために、ガイドヘ

ルパーによる移動の介助及び介護を伴う

場合の移動支援や日中において監護する

者がいないため、一時的に見守りが必要な

児童や日常的に介護している家族等の一

時的休息を計るための日中一時支援を提

供します。 

また、障がい児の日常生活がより円滑に

行われるよう日常生活用具の給付等を行

います。 

継続 社会福祉課 

特別支援学級児童生徒の適

正な就学 

 子ども一人ひとりに対する日常生活に

おける観察の充実、変容の把握、専門家等

関係機関との連携に努めます。 

継続 学校教育課 
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項目 内 容 区分 担当課等 

特別支援教育の推進 

 学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥／多動性

障がい（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症等、教

育や療育に特別のニーズのある子どもに

ついて、教員の資質向上のために研修の機

会を持つとともに個別のかかわりへの支

援をします。 

継続 学校教育課 
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第５章 子ども・子育て支援事業に       

係る量の見込みと提供体制 

  

１ 子ども・子育て支援事業の推進 

（１）子ども・子育て支援事業の概要 

子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びそ

の保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的

かつ計画的に実施していく必要があります。（子ども・子育て支援法第３条第１項） 

そのため、本計画では、計画期間における「幼児期の学校教育・保育・地域子育て

支援事業の量の見込み（需要）とその提供体制の確保（供給）」を定めます。 

なお、教育・保育給付は、保護者の申請を受けた市が、客観的基準に基づき、保育

の必要性を認定した上で給付を行う仕組みとなっており、認定は、子どもの年齢と保

育の必要性の有無により、以下の３区分となります。（同法第 19 条及び第 20条） 

① 保育の必要性の認定区分 

１号認定 （19 条１項１号に該当：教育標準時間認定）３～５歳 幼児期の学校教育 

２号認定 （19 条１項２号に該当：満３歳以上・保育認定）３～５歳 保育の必要あり 

３号認定 （19 条１項３号に該当：満３歳未満・保育認定）０～２歳 保育の必要あり 

② 保育必要量 

保育の必要性あり（２号・３号）の認定を受けた場合は、その事由により、さら

に保育必要量を認定します。保育必要量には「保育標準時間認定（１日最大 11時

間）」と「保育短時間認定（１日最大８時間）」があります。  

※ 最大時間は時間外（延長）保育を除きます。 
 

《保育の必要性を認定する際の客観的基準》 

保育を必要とする事由となるものは、下記のとおりです。  

①月 64時間以上の就労をしていること   

②妊娠中または出産後間がないこと  

③保護者の疾病、障害  

④同居（長期入院等を含む）親族の介護・看護  

⑤災害復旧 

⑥求職活動  

⑦就学 

⑧その他、市が認めるとき  
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（２）子ども・子育て支援事業の全体像 

今後の子育て支援関係のサービスの全体像は以下のとおりです。 

子ども・子育て支援法におけるサービスは、「子どものための教育・保育給

付」、「子育てのための施設等利用給付」、「地域子ども・子育て支援事業」の 

３つに区分されます。 

≪事業一覧≫ 

根拠法 給付の区分 事業名 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法 

子どものための

教育・保育給付 

施設型給付 

１ 公立幼稚園 

２ 新制度幼稚園 

３ 認可保育所 

４ 幼保連携型認定こども園 

５ 幼稚園型認定こども園 

６ 保育所型認定こども園 

７ 地方裁量型認定こども園 

地域型保育給付 

（市が認可） 

８ 小規模保育事業 

９ 家庭的保育事業 

10 居宅訪問型保育事業 

11 事業所内保育事業 

子育てのための

施設等利用給付 
施設等利用給付 

12 新制度未移行の幼稚園 

13 特別支援学校 

14 預かり保育事業 

15 認可外保育施設等 

地域子ども・子育て支援事業 

16 利用者支援事業 

17 地域子育て支援拠点事業 

18 妊婦健康診査事業 

19 乳児家庭全戸訪問事業 

20 養育支援訪問事業 

21 子育て短期支援事業 

22 ファミリー・サポート・センター事業 

23 一時預かり事業 

24 延長保育事業 

25 病児保育事業 

26 放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ、放課後子ども教室） 

27 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

28 多様な主体が本制度に参入することを促進す

るための事業 
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２ 教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援法第61条第２項において、実施主体の教育・保育サービス

の提供体制を確保するため、教育・保育提供区域の設定が必要となります。 

本市では、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保

育の利用状況、教育・保育を提供するための認定こども園・保育園・幼稚園等の

立地状況、幼児期の教育と小学校教育との連携・接続などを総合的に勘案し、市

内全域を１区域と設定します。 
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３ 子どもの数と家族類型の推計 

（１）就学前児童数の動きと計画期間の推計 

計画期間中の児童数について、平成29年度と平成30年度（各年度４月１日現在）

の１歳年齢ごと男女別人口（住民基本台帳人口）を基に、コーホート変化率法（※）

により推計しました。推計結果は以下のとおりとなります。 

 

【乳幼児年齢別推計数】 
 （単位：人） 

 実績 計画期間の推計児童数 

平成 29

年 

平成 30

年 

平成 31

年 
令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

０歳 465 424 451 426 412 402 394 383 

１歳 503 474 428 455 430 416 406 398 

２歳 463 510 467 422 449 423 410 400 

３歳 511 465 494 452 408 434 410 397 

４歳 446 516 453 481 441 398 423 400 

５歳 519 439 503 442 469 430 388 413 

計 2,907 2,828 2,796 2,678 2,609 2,503 2,431 2,391 

 （※）「コーホート変化率法」とは、各コーホート（同じ年に生まれた集団）について、過去に

おける実績人口の動勢から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法であ

る。 

 

（２）子育て家庭の類型（ニーズ調査結果より） 

子育て家庭の父親・母親の就労状況は、子どもの成長に伴って変化する場合が

あるとともに、就労状況により保育の必要性が異なる点に配慮して、教育・保育

サービスを検討することが重要です。このため、子育て家庭の今後の就労意向を

ニーズ調査で把握して８つのタイプに区分し、年齢区分ごとの家庭類型を把握し

ます。 

特定教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業のニーズ量を把握するため

には、１・２・３号の認定区分にそれぞれどれだけの家庭が該当するか想定する

ことが必要です。 

そのために、ニーズ調査から、対象となる子どもの父母の有無、就労状況から

タイプＡからタイプＦの８種類の類型化を行います。 

類型化した区分を「家庭類型」と言い、「現在の家庭類型」と母親の就労希望

を反映させた「潜在的な家庭類型」の種類ごとに算出します。 
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【家族の就労状況と保育の必要性の関係】 

 

          母親 

 

 

 父親 

ひとり親 

フルタイム 

就労 

（産休・育休

含む） 

パートタイム就労（産休・育休含む） 

未就労 

120時間以上 

120時間未

満 

64時間以上 

 

64時間 

未満 

ひとり親 
 

 

フルタイム就労 

（産休・育休含む） 
 

タイプＢ タイプＣ       タイプＣ’ 

タイプＤ 
パート 

タイム就労 

（産休・育休

含む） 

120時間以上 
 

タイプＣ 

 

タイプＥ 

 

 

 

 

        

タイプＥ’ 
120時間未満 

64時間以上 

 

 

 

64時間 

未満 

 
タイプＣ’ 

未就労 タイプＤ タイプＦ 

 

 

 

 

タイプＡ ：ひとり親家庭（母子または父子家庭） 

タイプＢ ：フルタイム共働き家庭（両親ともフルタイムで就労している家庭） 

タイプＣ ：フルタイム・パートタイム共働き家庭（就労時間：月120時間以上＋月64時間～120時間の一部） 

タイプＣ’：フルタイム・パートタイム共働き家庭（就労時間：月64時間未満＋月64時間～120時間の一部） 

タイプＤ ：専業主婦（夫）家庭 

タイプＥ ：パートタイム共働き家庭（就労時間：双方が月120時間以上＋月64時間～120時間の一部） 

タイプＥ’：パートタイム共働き家庭（就労時間：いずれかが月64時間未満＋月64時間～120時間の一部） 

タイプＦ ：無業の家庭（両親とも無職の家庭） 

※就労されていて、産休・育休・介護休業取得中の方も就労しているとみなして分類しています。

保育の必要性なし 保育の必要性あり 

タイプＡ 



90 

 

【家族類型別割合】 

 （単位：人 ％） 

0～5 歳 家庭類型 
現在 潜在 

実数 割合 実数 割合 

タイプＡ ひとり親 30 7.5％ 30 7.5％ 

タイプＢ フルタイム＋フルタイム 161 40.0％ 168 41.8％ 

タイプＣ フルタイム＋パートタイム(月 120 時間以上＋月 64～120 時間の一部） 69 17.2％ 75 18.7％ 

タイプＣ’ フルタイム＋パートタイム（月 64 時間未満＋月 64～120 時間の一部） 22 5.5％ 38 9.5％ 

タイプＤ 専業主婦（夫） 119 29.6％ 90 22.4％ 

タイプＥ パート＋パート(双方月 120 時間以上＋月 64～120 時間の一部） 1 0.2％ 1 0.2％ 

タイプＥ’ パート＋パート（いずれかが月 64 時間未満＋月 64～120 時間の一部） 0 0.0％ 0 0.0％ 

タイプＦ 無業＋無業 0 0.0％ 0 0.0％ 

  全 体 402 100.0％ 402 100.0％ 

（単位：人 ％） 

0 歳 家庭類型 
現在 潜在 

実数 割合 実数 割合 

タイプＡ ひとり親 6 8.6％ 6 8.6％ 

タイプＢ フルタイム＋フルタイム 23 32.9％ 26 37.1％ 

タイプＣ フルタイム＋パートタイム(月 120 時間以上＋月 64～120 時間の一部） 3 4.3％ 9 12.9％ 

タイプＣ’ フルタイム＋パートタイム（月 64 時間未満＋月 64～120 時間の一部） 5 7.1％ 7 10.0％ 

タイプＤ 専業主婦（夫） 33 47.1％ 22 31.4％ 

タイプＥ パート＋パート(双方月 120 時間以上＋月 64～120 時間の一部） 0 0.0％ 0 0.0％ 

タイプＥ’ パート＋パート（いずれかが月 64 時間未満＋月 64～120 時間の一部） 0 0.0％ 0 0.0％ 

タイプＦ 無業＋無業 0 0.0％ 0 0.0％ 

  全 体 70 100.0％ 70 100.0％ 

（単位：人 ％） 

１・２歳 家庭類型 
現在 潜在 

実数 割合 実数 割合 

タイプＡ ひとり親 10 7.8％ 10 7.8％ 

タイプＢ フルタイム＋フルタイム 60 46.9％ 62 48.4％ 

タイプＣ フルタイム＋パートタイム(月 120 時間以上＋月 64～120 時間の一部） 8 6.3％ 10 7.8％ 

タイプＣ’ フルタイム＋パートタイム（月 64 時間未満＋月 64～120 時間の一部） 10 7.8％ 17 13.3％ 

タイプＤ 専業主婦（夫） 40 31.3％ 29 22.7％ 

タイプＥ パート＋パート(双方月 120 時間以上＋月 64～120 時間の一部） 0 0.0％ 0 0.0％ 

タイプＥ’ パート＋パート（いずれかが月 64 時間未満＋月 64～120 時間の一部） 0 0.0％ 0 0.0％ 

タイプＦ 無業＋無業 0 0.0％ 0 0.0％ 

  全 体 128  100.0％ 128 100.0％ 
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（単位：人 ％） 

 3～5 歳 家庭類型 
現在 潜在 

実数 割合 実数 割合 

タイプＡ ひとり親 14 6.9％ 14 6.9％ 

タイプＢ フルタイム＋フルタイム 78 38.2％ 80 39.2％ 

タイプＣ フルタイム＋パートタイム(月 120 時間以上＋月 64～120 時間の一部） 58 28.4％ 56 27.5％ 

タイプＣ’ フルタイム＋パートタイム（64 時間未満＋月 64～120 時間の一部） 7 3.4％ 14 6.9％ 

タイプＤ 専業主婦（夫） 46 22.5％ 39 19.1％ 

タイプＥ パート＋パート(双方月 120 時間以上＋月 64～120 時間の一部） 1 0.5％ 1 0.5％ 

タイプＥ’ パート＋パート（いずれかが月 64 時間未満＋月 64～120 時間の一部） 0 0.0％ 0 0.0％ 

タイプＦ 無業＋無業 0 0.0％ 0 0.0％ 

  全 体 204 100.0％ 204 100.0％ 

 

上記家族類型タイプをもとに、以下教育保育給付の見込み量を算出します。 

「1 号認定」･･･満 3 歳以上で就学前の保育の必要がない幼稚園利用意向の子ども 

「2 号認定」･･･満 3 歳以上で保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども 

「2 号認定幼稚園ニーズあり（以下『2 号幼』）」…2 号認定かつ幼稚園利用意向の子ども 

「2 号認定保育園ニーズあり（以下『2 号保』）」…2 号認定かつ保育園利用意向の子ども 

「3 号認定」･･･満 3 歳未満で保育の必要性があると認定された子ども 

 

《年齢と保育の必要性の関係》 

年 齢 
保育の必要性 

地域子ども・子育て支援事業 
ある ない 

０～２歳児 

【３号認定】 

・保育園 

・認定こども園 

・延長保育 

・小規模保育 

・家庭的保育 

・居宅訪問型保育 

・事業所内保育 

 

【全ての乳幼児】 

・乳児家庭全戸訪問事業 

・養育支援訪問事業 

・地域子育て支援拠点事業 

・一時預かり 

・ファミリー・サポート・センター 

・利用者支援 

３～５歳児 

【２号保】 

・保育園 

・認定こども園 

・延長保育 

【２号幼】 

・幼稚園 

・認定こども園 

・一時預かり（幼稚園） 

【１号認定】 

・幼稚園 

・認定こども園 

・一時預かり（幼稚園） 
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４ 教育・保育給付 

（１）特定教育・保育（施設型給付） 

① 幼稚園 

≪現状≫ 

【幼稚園の利用状況】 
（単位：園・人） 

区分 施設数 
園児数  （令和元年 5月 1日現在） 

3歳児 4歳児 5歳児 合計 

私立 5 162 158 191 511 

公立 8 191 173 194 558 

合計 13 353 331 385 1,069 

 

≪見込み量≫ 

（単位：人） 

 

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

１号 ２号幼 １号 ２号幼 １号 ２号幼 １号 ２号幼 １号 ２号幼 

見込み量 575 492 552 472 528 452 511 437 506 433 

合計 1,067 1,024 980 948 939 

供給量 1,519 1,555 1,555 1,555 1,555 

 

≪主な取組・確保策≫ 

現在の幼稚園通園状況、市外利用者の状況等を踏まえ、利用者数を見込んでい

ます。定員及び利用状況から、ニーズに対応できる供給体制を確保しており、継

続して受け入れ体制を確保するとともに、教育内容の質の向上を図るための取組

を行います。 
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② 保育園 

≪現状≫ 

【保育園の利用状況】 
（単位：園・人） 

区分 施設数 
児童数 （平成 31年 4月 1日現在） 

0 歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

私立 10 27 94 111 73 88 91 484 

公立 6 27 89 103 51 48 39 357 

合計 16 54 183 214 124 136 130 841 

 

【市外施設の利用状況】 
（単位：人） 

 平成31年4月1日現在 

他市町村への保育所（園）入所 8 

 

≪見込み量≫ 

（単位：人） 

 
令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

３号 ２号保 ３号 ２号保 ３号 ２号保 ３号 ２号保 ３号 ２号保 

見込み量 
0歳児 218 

271 
211 

260 
206 

249 
202 

241 
196 

238 
1･2歳児 468 469 448 435 425 

合 計 957 940 903 878 859 

供給量 1,065 1,142 1,142 1,142 1,142 

 

≪主な取組・確保策≫ 

小規模保育施設、認定こども園を新たに開設しニーズに対応できる体制を構築

するとともに、質の高いサービス提供のため保育士の確保を図ります。 
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（２）地域型保育給付 

① 小規模保育事業 

≪現状≫ 

認可外保育施設（利用定員６人以上19人以下）は認可基準を満たせば、小規模

保育事業に該当します。保育ニーズとしては、０～２歳の保育サービスに含まれ

ていますが、市内にも小規模の認可外保育施設があり、利用状況や今後の動向の

把握に努めます。 

 

② 家庭的保育事業 

≪現状≫ 

認可外保育施設（利用定員５人以下）は認可基準を満たせば、家庭的保育事業

に該当します。保育ニーズとしては、０～２歳の保育サービスに含まれています。 

 

③ 居宅訪問型保育事業 

≪現状≫ 

ベビー・シッター等が「居宅訪問型保育」に該当します。保育ニーズとしては、

０～２歳の保育サービスに含まれています。 

 

④ 事業所内保育事業 

≪現状≫ 

事業所内保育施設が、認可基準を満たせば、地域型保育施設に位置づけられま

す。市内企業の中には事業所内保育施設を設置しているところもあります。保育

ニーズとしては、０～２歳の保育サービスに含まれています。 

 

 

≪上記①～④に関する主な取組・確保策≫ 

現在の利用状況を把握しつつ、３号の保育ニーズを見込むとともに、認可外保

育施設、事業所内保育等の地域型保育の見込み量や参入意向などを踏まえ供給量

の確保を図ります。 

０～２歳の保育サービスの量的充実を図るため、認可外保育施設及び事業所内

保育施設について実態把握と情報提供などに努めます。 
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５ 地域子ども・子育て支援事業 

（１）利用者支援事業 

≪現状≫ 

平成28年度に、子育て支援の拠点となる子育て世代包括支援センターを開設

し、母子保健と、子育て支援等の充実を図っています。子育て家庭や妊産婦が、

教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関

を円滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援

を実施しています。 

 

≪見込み量≫ 

（単位：箇所） 

 令和2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

見込み量 1 1 1 1 1 

 

≪主な取組・確保策≫ 

子育て家庭の置かれた状況やニーズは多様であるため、個別の家庭の状況に即

した支援が必要です。子どもと保護者が教育・保育施設や地域の子育て支援事業

を自由に選択でき、円滑に利用できるよう情報提供体制と支援体制の整備に努め

ます。 
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（２）地域子育て支援拠点事業 

≪現状≫ 

乳幼児及びその保護者の相互交流や、育児相談、情報交換などができる場の提

供を行っています。 

 

【実施状況】 
（単位：人日（年間延べ利用親子人日数）） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

延べ利用人数 12,459 16,196 14,232 14,803 

 

≪見込み量≫ 

（単位：人日（年間延べ利用親子人日数）） 

 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

見込み量 16,272 16,104 15,504 15,096 14,736 

供給量 16,272 16,104 15,504 15,096 14,736 

 

≪主な取組・確保策≫ 

地域子育て支援拠点事業では、子育て中の親子の交流促進や育児相談等を実施

し、子育ての孤立感、負担感の解消を図っています。全ての子育て家庭を地域で

支える取り組みであり、今後も広く利用を促進していきます。 
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（３）妊婦健康診査事業 

≪現状≫ 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、健康診査として、健康状態の把握、検

査・計測及び保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医

学的検査を実施しています。 

 

【実施状況】 
（単位：人・回） 

対象者 平成29年度 平成30年度 

妊娠届出者 423 423 

受診者 5,056 5,131 

 

≪見込み量≫ 

（単位：人・回） 

  令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

見込み量 

妊娠届出者 426 412 402 394 383 

受診者 5,363 5,187 5,061 4,960 4,822 

供給量 

妊娠届出者 426 412 402 394 383 

受診者 5,363 5,187 5,061 4,960 4,822 

 

 

≪主な取組・確保策≫ 

妊婦の健康の保持増進を図り、安全・安心な出産に資するよう、県内の医療機

関で利用できる 15回分の妊婦健康診査受診票を交付し健診費用の公費負担をしま

す。また、里帰り出産など県外で妊婦健診を受ける方には、費用の助成を行って

います。 

妊婦健康診査の結果、異常があった場合など必要に応じて保健指導を行い、母

子の健康支援に努めます。 
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（４）乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん訪問）事業 

≪現状≫ 

生後４か月までの乳児のいる家庭を保健師等が訪問し、乳児及び保護者の心身

の様子や養育環境の把握、不安や悩みに関する傾聴・相談、子育てに関する情報

提供を行っています。 

子育てに対する不安や孤立感を防ぐため、すべての子どもの家庭を訪問し、早

期から関わりをもつための育児支援を実施しています。 

 

【実施状況】 
（単位：人回） 

対象者 平成29年度 平成30年度 

生後４か月までの乳児 434  437  

 

 

≪見込み量≫ 

（単位：人回） 

 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

見込み量 426 412 402 394 383 

供給量 426 412 402 394 383 

 

 

≪主な取組・確保策≫ 

保健師等が生後４か月を待たずに可能な限り生後２か月までに訪問することと

し、育児ストレスや産後うつ状態などを把握し、必要に応じて訪問や相談を継続

します。 

また、支援の必要な家庭に対しては、関係機関と連携して必要なサービス提供

に結びつけるなどフォローに努めます。 



99 

 

（５）養育支援訪問事業 

≪現状≫ 

養育支援が特に必要であると判断される家庭に対し、保健師等が家庭訪問し、

相談、指導を行い、養育環境の改善が図れるよう支援しています。 
 

【実施状況】 

（単位：人回） 

対象者 平成29年度 平成30年度 

養育困難家庭 37  23  

 

≪見込み量≫ 

（単位：人回） 

 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

見込み量 30 30 30 30 30 

供給量 30 30 30 30 30 

 
 

≪主な取組・確保策≫ 

養育支援が必要な家庭に対し、保健師等が訪問し、養育に関する指導、助言を

行い、養育環境の維持・改善及び家庭の養育力の向上を目指します。 

必要に応じ、関係機関と連携・調整を行い、実施方策を検討し、地域の様々な

サービスを組み合わせるなど支援に努めます。 
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（６）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

≪現状≫ 

保護者の疾病等の理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難

となった児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です

が、現状、未実施となっています。 

 

≪見込み量≫ 

（単位：人日 （年間延べ利用人日数）） 

 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

見込み量 7 7 7 7 7 

供給量 7 7 7 7 7 

 

 

≪主な取組・確保策≫ 

ニーズ調査からは利用意向は少ないものとなっていますが、子育て中における

緊急時の受け皿として、事業の実施を検討していきます。 
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（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 

≪現状≫ 

ファミリー・サポート・センターでは、乳幼児や小学生を子育て中の保護者で、

児童の預かり等の援助を受けることを希望する人（おねがい会員）と、援助を行

うことを希望する人（まかせて会員）による会員組織について、相互援助活動に

関する連絡や調整を行っています。 

 

【実施状況】 
（単位：人日（年間延べ利用人日数）） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

未就学児 368 275 289 580 

小１～小３ 172 126 174 127 

小４～小６ 0 54 39 149 

合計 540 455 502 856 

 

≪見込み量≫ 

（単位：人日 （年間延べ利用人日数）） 

 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

未就学児 549 535 514 499 490 

見込み量（低学年） 120 113 116 110 105 

見込み量（高学年） 144 145 140 137 130 

合計 813 793 770 746 725 

供給量 813 793 770 746 725 

 

 

≪主な取組・確保策≫ 

今後も広く利用促進を図るとともに、支援体制の充実を図るため、まかせて会

員の養成講座を継続して実施し、会員の拡充を図ります。 
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（８）一時預かり事業 

① 一時預かり事業（幼稚園型） 

≪現状≫ 

幼稚園及び認定こども園では、在園児を対象に、幼稚園及び認定こども園にお

いて、教育時間を超えて一時的に預かり、必要な保育を行っています。 

また、幼稚園及び認定こども園では、家庭において就労や日常生活上の突発的

な事情などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合に、緊急で一時的に

預かり、必要な保育を行っています。 

 

【実施状況】 
（単位：人日（年間延べ利用人日数）） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

延べ利用人数 50,255 47,065 52,284 44,594 

 

≪見込み量 ３歳～５歳≫ 

（単位：人日 （年間延べ利用人日数）） 

 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

見込み量 44,542 42,697 40,874 39,558 39,175 

供給量 44,542 42,697 40,874 39,558 39,175 

 

≪主な取組・確保策≫ 

幼稚園における預かり保育の推進により、就労していても幼稚園に通わせたい

という保護者の希望に対応します。 
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② 一時預かり事業（幼稚園型を除く） 

≪現状≫ 

保育園及び認定こども園では、家庭において就労や日常生活上の突発的な事情、

社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合に、保育園等にお

いて、一時的に預かり、必要な保育を行っています。 

 

【実施状況】 
（単位：人日（年間延べ利用人日数）） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

延べ利用人数 2,467 2,672 2,509 2,521 

 

≪見込み量 ０歳～５歳≫ 

（単位：人日（年間延べ利用人日数）） 

 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

見込み量 2,471 2,409 2,305 2,234 2,200 

供給量 2,471 2,409 2,305 2,234 2,200 

 

≪主な取組・確保策≫ 

保護者の利便性を図るため、ファミリー・サポート・センターや地域子育て支

援拠点事業（おひさまひろば）でも保護者の私用等の理由により、短時間の一時

預かりを実施し、保護者の選択肢を広げ、今後も広く保護者の希望に対応します。 
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（９）時間外（延長）保育事業 

≪現状≫ 

保護者の就労形態等の事情で、保育できない乳幼児を通常の保育時間を超え

て、保育園及び認定こども園において保育しています。 

 

【実施状況】 
（単位：人（年間実利用人数）） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

延べ利用人数 58 53 52 34 

 

≪見込み量 ０歳～５歳≫ 

（単位：人 （年間実利用人数）） 

 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

見込み量 26 37 38 40 34 

供給量 26 37 38 40 34 

 

≪主な取組・確保策≫ 

保護者の働き方や利用状況を踏まえ、延長保育を実施するにあたり、実際の利

用希望を把握しつつ、保育士の確保に努め、提供体制の確保を図ります。 



105 

 

（１０）病児保育事業 

≪現状≫ 

お子さんが風邪や胃腸炎などで保育園等を利用できない時、仕事を休めない保

護者に代わって病児保育室の看護師・保育士が一時的に保育を行う事業です。 

平成31年4月から、白河厚生総合病院敷地内で実施しています。 

 

【実施状況】 
（単位：人日（年間延べ利用人日数）） 

 平成31年4月 令和元年5月 令和元年6月 令和元年7月 

延べ利用人数 12 6 18 23 

 

≪見込み量≫ 

（単位：人日 （年間延べ利用人日数）） 

 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

見込み量 250 262 275 288 302 

供給量 250 262 275 288 302 

 

≪主な取組・確保策≫ 

現在、共働き世帯が増え、近くに親等の支援者がいない子育て世帯も増えてい

るため、事業を広く周知し、継続して実施していきます。 
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（１１）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

≪現状≫ 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後に小学校

の余裕教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成に努

めています。 

 

【実施状況】 
（単位：人（年間登録者数）、5月 1日現在） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 

登録者数 667 212 698 217 706 175 720 265 

合計 879 915 881 985 

 

≪見込み量≫ 

（単位：人（利用意向人数）） 

 

令和2年 令和3年 

1年 2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 

見込み量 277 225 243 181 77 37 243 257 203 178 82 36 

低学年・ 
高学年 

745 295 703 296 

供給量 1,225 1,225 

 

 

令和4年 令和5年 

1年 2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 

見込み量 259 226 232 150 81 38 237 241 204 171 68 38 

低学年・ 
高学年 

717 269 682 277 

供給量 1,225 1,225 
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令和6年 

1年 2年 3年 4年 5年 6年 

見込み量 214 220 217 150 78 32 

低学年・ 
高学年 

651 260 

供給量 1,225 

 

≪主な取組・確保策≫ 

現在６年生までを対象に実施しております。受入れにあたっては、余裕教室や

既存施設の利活用により、確保に努めます。 

また、新・放課後子ども総合プランへの対応として、放課後子ども教室との連

携を図ってまいります。 

 

 

（１２）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

≪現状≫ 

本事業は、保護者の世帯所得の状況を勘案して、特定教育・保育施設等に対し

て保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に

擁する費用又は行事への参加に擁する費用等を助成します。 

 

≪主な取組・確保策≫ 

生活保護世帯の行事費等の実費徴収に係る補足給付を実施しております。 
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６ 教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保 

 

（１）認定こども園等の普及に係る基本的考え方 

就学前児童の教育・保育の場として、公立の教育・保育施設のあり方について

は、今後の子どもの推計人数、教育・保育機能の確保状況などを踏まえながら、

保育園・幼稚園・認定こども園などの普及に努めます。 

 

（２）教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割、提供の必要性等に  

係る基本的考え方及びその推進方策 

質の高い幼児期の教育・保育の充実を図るため、地域の子育て支援の役割及び

その推進方策を示し実施していきます。 

 

（３）地域で教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者との連携 

地域における教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者又は参入意向のある

者への情報提供や必要な支援を行い連携を図っていきます。 

 

（４）認定こども園等と小学校との連携 

幼児期の学校教育・保育と小学校教育（義務教育）との円滑な連携（幼保小連

携）の推進については、これまでも双方向で人事交流や合同研修、授業参観など

を行ってきました。教育・保育の一体的な提供の推進に向けての相互理解に努め

ることや、定期的・継続的に関係者の共通理解を図り、一貫した指導を推進する

ほか、教員の交流事業などを通じて、認定こども園、幼稚園及び保育所と小学校

との連携を図っていきます。 
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７ 計画の推進 

 

（１）計画の推進状況の点検・公表 

各施策の推進状況については、全庁的な体制のもと、実施状況を把握し、点検

を行うとともに、事業の優先度を調整し、今後の取組に生かしていきます。 

各施策の推進状況に関する点検状況を、子ども・子育て会議をはじめ市民に対

し、公表し周知します。 

 

（２）市民への意識啓発の推進 

子ども・子育て支援は、市民が総力をあげて取り組むべき大きな課題であるた

め、様々な広報活動や生涯学習などの学習機会を通じて、市民への意識啓発を推

進します。 

子ども・子育て支援事業に関して、集中的、計画的な取組を、効果的・効率的

に推進するため、機能的な組織の編成について検討します。 
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